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平成１５年１０月７日午後２時開会 

 

   △開  会 

〇黒木事務局次長 定刻となりましたので、ただいまから第８回鹿児島地区合併協議会を

開催させていただきます。 

 本日の会議につきましては、お手元の会議次第に基づいて進めさせていただきます。 

 まず、本日の会議資料につきましてご確認をお願いいたします。 

 「会議次第」、本日付の「鹿児島地区合併協議会委員名簿」「鹿児島地区合併協議会議

案関係資料の個別事務事業等に係る調整項目数について」とあります資料、そして横長の

資料になりますが、「議案関係資料」として、第２２－２号議案、第３１－２号議案、第

４９号議案、第３３－２号議案、第５１号から第５８号議案までの計１２部、そして、

「第８回鹿児島地区合併協議会」と表紙に書いてございます資料がお手元にあると思いま

す。 

 おそろいでしょうか。 

 

   △会長あいさつ 

〇黒木事務局次長 それでは、開会に当たりまして、鹿児島地区合併協議会会長でありま

す鹿児島市の赤崎市長がごあいさつを申し上げます。 

 なお、会長には、ごあいさつの後、議長として議事を進めていただきます。 

〇赤崎会長 皆様方、改めましてこんにちは。 

 鹿児島地区合併協議会を開催するに当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席を賜りまして大変ありがとうござい

ます。 

 さて、これまで協議を重ねてまいりました当合併協議会も、今回で第８回目の開催にな

りました。いよいよ合併協議も終盤を迎えたという感がいたします。当協議会では、住民

生活にかかわる多くの事務事業の調整を予定をしてまいりましたが、市町村建設計画など

一部の事務事業を除きまして、ほとんどの議案を提案をするところまでやってまいりまし

た。 

 このように、当協議会の合併協議はおおむね順調に進んでおりまして、委員の皆様方の

この間のご協力に対して改めて感謝を申し上げたいと存じます。 
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 これまでも申し上げてまいりましたが、市町村の合併は、自治体行政の根幹にかかわる

ことであり、１市５町の住民の皆様方に将来にわたって高い評価をいただき、「合併して

よかった」と喜んでいただけるような合併にしていかなければならないと思っております。

そのためには、委員の皆様をはじめ、１市５町が一丸となって取り組みを進めていくこと

が何よりも重要でございます。 

 委員の皆様方におかれましては、これまで各面で大変なご苦労をおかけしてまいりまし

たが、一層のご協力をよろしくお願いを申し上げまして、甚だ簡単でございますが、開会

に当たりましてのごあいさつとさせていただきたいと存じます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

 

   △議  事 

〇赤崎議長 それでは、早速でございますが、会議次第の３、議事に入ります。 

 まず最初に、議案の協議に入ります前に、事務局から１件ご説明をしておく事項がある

ようでございますので、事務局にまずこのことについての説明をいたさせます。 

〇成清事務局長 お手元に、資料番号は振っておりませんが、資料の件名といたしまして、

「鹿児島地区合併協議会議案関係資料の個別事務事業等に係る調整項目数について」とい

う資料が届いておろうかと思います。これにつきまして、私の方からご説明を申し上げま

す。 

 まず、１番目の「個別事務事業等に係る調整項目数について」でございますが、当鹿児

島地区合併協議会は、ただいま会長の方からもございましたように、本日で８回の開催を

迎えております。 

 協議会に当たりましては、「議案関係資料」といたしまして、個別事務事業等に係る調

整項目を合併協議会に提案をいたしてまいりました。個別事務事業等に係る調整項目の件

数につきましては、本年５月８日時点では、全体で１，３２２件の調整項目を見込んでお

りました。これは、国のマニュアル等により設定をいたしましたが、専門部会等におきま

して協議を進めていく中で、下の方に２番目として、整理統合で「分類」というのがござ

いますが、「類似の他の事務事業に一本化することが妥当であるもの」、また「鹿児島市

のみの事務事業であり、合併後はそのまま５町に適用されるもの」、あるいは「法令等に

基づく国・県の事務事業であり、１市５町間で違いがないもの」、こういったものの分類

で整理統合をいたしました結果、調整項目の総数は、上の「１」の方の一番下になります
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が、現時点での集計では６７６件を見込んでいるところでございます。 

 以上、ご説明、ご報告をさせていただきます。 

〇赤崎議長 ただいま事務局の方から、個別事務事業等に係る調整項目の件数についての

説明を申し上げましたが、これに関して何かご意見なりご質問等はございませんでしょう

か。 

 なお、これまでの協議会でもお願いしてきたことでございますが、発表される方は、手

を挙げていただきますとマイクを持ってまいりますので、そこでご自分のお名前をおっし

ゃってから、ご発言をお願い申し上げたいと存じます。 

 何かございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、個別事務事業等に係る調整項目の件数につきまし

ては、ただいまご説明を申し上げたとおりでございますので、ご了承をお願いしておきま

す。 

 

   △第２１－２号議案 町名・字名の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 それでは、議案についての協議に入りたいと思います。 

 まず最初は、継続審査となっております議案の協議に入ります。 

 最初に、第２１－２号議案「町名・字名の取扱いについて」を議題といたします。 

 資料の１ページをお開きいただきたいと存じます。 

 この議案につきましては、ご案内のとおり前々回の第６回合併協議会で提案をいたして

おりまして、前回の協議会でご協議をいただいたものでございます。 

 その前回の協議会におきまして、喜入町の委員から、再度持ち帰り協議をしたい旨の発

言がなされたところでございます。 

 前回の協議会以降の協議経過等も踏まえて、まず、喜入町の委員さんの方から何かご意

見ありましたらお願いをいたします。 

〇追立委員 ご報告させていただきます。 

 町名・字名の取扱いについて、喜入町特別委員会で慎重に審議いたしました。ご報告申

し上げます。 

 全員一致で、町名・字名の取扱いについて賛成いたします。 



 4

 子細については、また、執行部とも相談をするということですので、よろしくお願いい

たします。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 

 ただいまお話がございましたように、喜入町におきましても、この町名・字名の取扱い

については、全会一致で原案賛成ということであったということでございます。 

 そのほかございませんか。よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、別になければ、第２１－２号議案「町名・字名の取扱いについ

て」は、原案どおり決定をするということでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、ご異議ございませんので、第２１－２号議案「町名・字名の取扱いについ

て」は、原案どおり決定いたします。 

 

   △第４２号議案 交通関係事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 続きまして、第４２号議案「交通関係事業の取扱いについて」を議題といた

します。 

 資料の４ページをお開きいただきたいと存じます。 

 なお、この議案につきましては、前回の第７回合併協議会で提案をいたしておりまして、

各委員においてご検討をいただいていると思いますので、何かご意見等ございましたらお

願いをいたします。 

〇山元委員 第４２号議案について、桜島町議会の意見を申し上げたいと思います。 

 議案資料の項目７、自動車航送料助成についてと８、自家用自動車通勤費助成について

の件について申し上げますが、皆さんも既に新聞紙上でご承知のとおり、私どもの特別委

員会では報道のとおりの意見が続出している状況でございます。 

 桜島は、大正３年の爆発で大隅半島の一部になったものの、町民の生活実態は鹿児島市

に依存するところが大であります。 

 また、桜島フェリー事業の創業の歴史は、いつ噴火して放り出されても生きていける学

力を子供たちにつけさせようという通学船が最初の目的でありました。歴史的な経緯を話

すと長くなりますが、そのためにフェリーがあり、助成制度も独自でつくってきたところ
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でございます。 

 桜島町民は、どうしてもフェリーを利用しなければならないという環境にあります。地

理的、自然的に生活条件として強制されております。車社会の中、ほかの４町は陸続きで

ありますが、中心部との距離、交通手段の差は各町においてもあると思われますけれども、

桜島町は、全町民が海を隔てるハンディを抱えているわけで、日常生活における経済的負

担は多大な出費でありまして、全町民の課題でもあります。 

 活火山の中で生活し、長期にわたる噴火災害と闘いながら生活している町民を考えると

きに、いろいろと問題はあると思いますけれども、桜島町の特殊事情として考慮していた

だき、自動車航送料助成と自家用自動車通勤費助成について、この制度を現行どおり継続

していただくよう要望するところでありますが、考え方を再度お聞かせいただきたいと思

います。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 事務局、どうぞ。 

〇川原企画専門部会長 この２件の事業の調整方針につきましては、申すまでもございま

せんけれども、幹事会での意見を踏まえまして、首長会でも慎重に検討し、いろんな意見

を闘わせながら決めたものでございまして、こういった形で提案いたしているところでご

ざいます。 

 まず、その理由等でございますけれども、桜島町の方々が鹿児島市の市街地へ移動され

る際は、通常フェリーを利用せざるを得ないという交通手段の制約がございまして、その

ことによりまして経済的負担が生じることは十分承知いたしております。 

 しかしながら、距離や移動時間の面では、５町の役場から市役所前までの距離につきま

しては、桜島町が一番近い状況でございまして、移動時間につきましても、他町とさほど

変わらない状況にございます。また、交通渋滞もなく、確実に時間が計算できるところで

ございます。 

 さらに、交通サービスの面では、桜島町営バスは１日に５５本運行されております。ま

たフェリーも２４時間運行されていることから、他町と比べまして交通の利便性はむしろ

高い状況にあると私ども考えております。 

 当該助成制度につきましては、交通政策上、桜島町の住民のみに助成することは、同様

の地理的環境にございます東桜島地区の住民や、本市から桜島へ頻繁に自動車でフェリー

を利用され、同じような交通環境にある方々との間でかえって不公平な行政サービスが生
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じることになります。また、当該助成制度の対象を新市全域に拡大するとなりますと、行

政側の負担も莫大なものになると考えております。 

 このようなことから、当該助成制度を廃止する提案をいたしたところでございます。 

 しかしながら、当該助成制度は、これまで桜島町の住民生活にかかわりが深い制度であ

ったことから、助成制度にかわる利用者負担の軽減策といたしましては、フェリー事業者

において料金の割引制度を検討することといたしたところでございます。このことにつき

ましては、今後、事業者と協議してまいりたいと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ほかの方は何かございませんか。 

〇武 委員 ただいま桜島町の特別委員長の山元から、このフェリー事業についての歴史

的また地理的ことについては詳細に話がなされており、また、皆さん方もこの件について

は新聞紙上等でも十分ご理解のことと思っております。 

 ところで、先日、鹿児島市議会特別委員会の審議の中でも、この航送券助成あるいは自

家用車通勤費助成については懸念した質問が新聞紙上でも掲載、報道されておりましたと

ころであります。これまでのたくさんの調整項目の中でも幾つか経過措置を講ずる事項も

ありましたが、この件に関しては、急激な変化に対応するために激変緩和を１つの方策と

して提案するものであります。このことは合併時において即廃止ということになっており

ますので、特に激変緩和の方策を提案するものであります。 

 また、先ほど説明の中でもありましたけれども、フェリーの回数券制度の拡充について

は理解はするものですけれども、課題の中でとらえられており、発生に伴う対応策として

回数券制度の拡充を図っていくことを調整方針の中で明確に、具体的に位置づけするべき

であると、このように思っております。 

 そういう意味からも、段階的措置を是が非でも講じていただきたいと、このことは桜島

町民が等しく願望するところであり、また、桜島町民にとっては生活の基盤を揺るがせる

重大な問題であります。これまで桜島町がこのような施策を推進してきたのも、ご存じの

ように桜島町は海を隔てた、また先ほど説明の中で、幹事会、首長会においての協議の中

でも、距離的に近いとか、時間的交通の利便性がいいとか、このように話されております

けれども、時間的に近い関係にあっても現実として海を渡らなければどうしようもない。

生活と即密接なつながりがあるわけです。 

 そういう意味からも、どうしてもこの制度の拡充、緩和策といいますか、それをぜひ考
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えていただきたいとこのように思うところでありますが、これらについて再度お聞かせい

ただきたいと思います。 

〇赤崎議長 どうも。 

〇川原企画専門部会長 お答えいたします。 

 経過措置期間を設けるものといたしましては、今、委員がお尋ねのように住民税や事業

所税がございますが、これは、合併後、直ちに全区域にわたって均一の課税をすることが

かえって住民負担の均衡を欠くことになると認められる場合に限りまして、一定の期間、

不均一の課税をすることができることとなっているものでございます。 

 この２つの助成制度につきましては、一定期間でありましても特定の地域のみに残すこ

とはかえって住民に対しまして不公平な行政サービスを提供することとなるため、経過措

置期間を設けることは不適切ではないかというふうに考えております。 

 それから、「調整方針」の方の話がございましたけれども、「課題」では、ここに書い

てありますように「回数券制度の拡充は考えられる」ということで、この「調整方針」に

「割引制度の拡充などを検討する」という意味は、今お尋ねのような回数券制度が入って

いるところでございまして、合併までに私どもといたしましては、事業者と協議しながら、

回数券制度の拡充等を含めた協議をいたしてまいりたいと、そのようなことで緩和策につ

いて検討してまいりたいというふうに考えております。 

〇武 委員 ただいまの説明の中では、この航送料助成については均一課税として適当で

ないというような話のようですけれども、これまで私ども町議会におきましても、この助

成策につきましては長年にわたって、通勤費助成につきましては平成９年度この実施に踏

み切ったわけですけれども、航送券助成については１２年度からですか、これがもう生活

の基盤に密着した制度であって非常に町民からは重宝がられているわけです。この制度を

廃止するということになると、即桜島町民は生活の基盤を揺るがされかねない状況にある

と、このように思っております。 

 そういう意味からも、私ども特別委員会並びに合併懇話会の席でもこの問題は非常に論

議が交わされまして、このようなことであれば絶対反対だというような強い、そういう委

員会でも協議会でも篤とその点については言ってくれということでありますので、この点

についてこのような緩和策等がなされないとなれば、私は桜島町議会を代表しましてここ

で反対をいたすものであります。 

 以上です。 
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〇赤崎議長 どうも。 

 何かほかの方でご意見のある方は。 

〇長田委員 ただいま桜島町さんと当局のやりとりがあったところでありますが、まず、

４２号議案については原案に賛成でございます。 

 しかしながら、今ございました論議、そういうことについて私どもの市議会の方でもい

ろんな意見が出されておりますので、私の方から改めて申し上げたいと思いますが、合併

により市域が拡大することに伴い、新市の交通網全体から見た場合、交通弱者への対応並

びに事業廃止に伴いこれまでの恩恵を受けられなくなる地域住民への対応ということにつ

いては、そのあり方を含め、今後の課題として合併後においても検討する必要があるので

はないかということ等の意見が出されておりますので、いろんな意味を含めてそういうこ

とを申し添えておきたいと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 ほかの方はどなたか。 

 どうぞお願いします。 

〇日高委員 本町は南北に長いわけでございますが、一番指宿市寄りの場合、市役所まで

来るのが約３３キロあります。だから、地理的なハンディというものは同じ、なおさら喜

入町の方もハンディがあるんじゃないのか。だから、一概にそれは、船であろうと丘であ

ろうとハンディは同じだと。ここに来るのに約１時間以上かかります。だから、そういう

地理的なハンディというものはないと、私は同じだというふうに考えます。 

 また、一部の地域だけにそういう料金設定をやると非常に不公平になるんじゃなかろう

かと、そういう制度を残すこと自体が好ましくないと私は考えます。 

 以上です。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 ほかはどなたかございませんか。 

〇上山（秀）委員 桜島町合併住民説明会と桜島町合併懇話会に出席いたしておりますの

で、会の中で特に強く出されました大きな問題点について申し上げます。 

 ４２号議案関係では１７項目がございますけれども、うち桜島町のみのものが８項目あ

ります。よって、この８項目につきましては他町にないものでございますけれども、この

中で、項目７の自動車航送料助成、同じく項目８の自家用自動車通勤費助成の２件とも



 9

「協議調整が必要である」という課題を抱えておりながら、「調整方針（案）」で合併時

に廃止する取扱いになっております。「合併時に廃止する」の後に、「合併時までに検討

する」となっておりますけれども、検討する。そして検討した結果、検討が熟成しなかっ

た場合はどうなるのでしょうか。廃止が先行するのではないかと危惧する内容であります

ので、このことを踏まえまして、いま少し「調整方針（案）」に時間をかけるべきである

と思います。 

 したがって、４２号議案に反対するものであります。 

〇赤崎議長 どうも。 

 事務局、どうぞ。 

〇川原企画専門部会長 ただいまの話の中で保証の話がございましたけれども、先ほどの

調整方針をよく見たらおわかりだろうと思うんですけれども、「合併時までにフェリー事

業者において、割引制度の拡充などを検討する」と。この割引制度の拡充の中には、１つ

には回数券の拡充がございますし、また一方では定期券の新設というのもあるんじゃない

かなというふうに考えていまして、それらをすることにおきまして、先ほど出ましたよう

ないろんな面での対応策というのは可能じゃないかと。その場合でも、やっぱり一方では、

割引率などにつきましてはフェリーの事業主体がやっぱり慎重に検討するべきことでござ

いますので、こういった表現にしているところでございまして、この方針（案）は、合併

時までにそういうことを決めていくということでございます。 

〇赤崎議長 ちょっと私の方から補足して説明をいたしますが、今、上山委員が言われた

合併時までに廃止をすると。そして下段の将来の検討事項、その検討がなされなくても廃

止そのものだけが先行するのではないかということでありますが、私は、この下段の方を

入れたのは、先ほど来、武委員なり山元委員の方からお話がございましたように、桜島町

の今までの歴史経過、あるいはまた桜島町民とフェリーの１つのつながり、そういうもの

等を考えて下段の方の調整を入れてあるわけですから、下がなされずに上だけがなされる

ということはあり得ないことだと、また、してはならないことだと。ある意味ではそのこ

とをすることが、逆に言うならばだまし討ち的なものになってくるんじゃないかというふ

うに私は考えます。 

 したがって、お互いはこれから一緒になってやっていこうとしているわけですから、今

お話があったようなそういう面では、お互いの信頼の上に立って物を考えていく必要があ

ると。今、上山委員がおっしゃったように、一向に済まんかったと、廃止だけはまずこれ
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はもう合併時にやろうと、そういうことはやはりあり得ないというふうに、また、しては

いけないと私は考えております。 

 それから、先ほど来、お話がございましたように、このフェリー事業は、将来、公営企

業法の全適を受けて、別途事業管理者が決まって、その事業管理者のところで新たな制度

をつくっていくわけですから、今ここで一般の行政の立場から我々がその制度をつくると

いうことはできないわけでありますので、明確に答えられない一面があると。当然、また、

この協議会における議決事項というものはフェリーの事業管理者にも及ぶわけですから、

事業管理者はここで決まったことの基本線は守って制度をつくっていくべきだし、またそ

うするであろうと私は考えております。 

 それからもう１つ、武委員の方から激変緩和をいうことがありましたけれども、この割

引制度なりあるいは定期券制度の拡充ということは、期間的な激変緩和でなくて、期間と

しては、将来にわたってそれはずっと続けられていくという制度でありますので、そうい

う意味では期間を限った激変緩和以上のものであると、私はそういうふうに理解をいたし

ております。したがって、定期券ではこうするとか、それを書けないところに１つの行政

の立場立場があるわけでありますので、そのことについてはそういうご理解をいただいた

らと思っております。 

 ７項にしろ８項にしろ、下から３行についてこれを入れたということは、お二人がおっ

しゃったことに意を用いてこういうふうなものを、文言としては、１つの限度があります

から、はっきりした定期券制度をとかどうとかということはありませんけれども、そのこ

とを指しているわけですから、そのようにひとつご理解をいただいてご賛同いただけたら

と、そういうふうに私は考えております。 

〇武 委員 ただいま議長さんの方から回数券の件について、詳細については十分理解を

いたすところであります。 

 私が激変緩和を町民が希望していると言うのは、急激なやっぱり変化ですよね。合併時

には即廃止という、これはもう我々町民ひとしく想像もし得なかったことであります。そ

ういう意味から、できるだけ、せめて３年ぐらいの激変緩和はできないのかという、議会

も町民もひとしくそういう強い希望、要望があってこのような提言をいたしているところ

でございます。大変水を差すようですけれども、そのようにご理解をいただき、できるこ

とならそのような方向で進んでいただければ幸いと、このように思っている次第でありま

す。 



 11

 以上です。 

〇赤崎議長 だから、激変緩和に２つあるわけで、今の制度を３年間存続するという激変

緩和と、それから今までの定期券なり割引制度なりそのものだけでいくと非常に額的に激

変するので、その額の激変緩和をして、それは将来にわたる制度として永続をしていくと

いう激変緩和と２通りあるわけでありまして、この原案は、後者の方の激変緩和という考

え方でしたと、そういうふうなご理解をいただけたらと思っております。 

 ほかの皆さん方は特にありませんでしょうか。 

 いろいろ議論しましたが、いかがですか、桜島町の皆さんは。 

〇山元委員 先ほども意見として申し上げたわけなんですが、桜島町の特別委員会の中で

も、合併時に廃止するというこれを町民にはどうして説明ができるのかと。今まで一生懸

命苦しんで桜島を守ってきた町民にそうした補助制度をとっているんですけれども、それ

が合併時に廃止するということは、これは我々としては町民には説明できないと。もう少

し時間をいただいて継続協議にして、そして新たな結論を見出すような努力が必要じゃな

いのかと。委員会といたしましては、これは絶対反対という決議をした経緯もございます

ので、その点もお含みいただきまして、継続審議とかそういうものにしていただければあ

りがたいと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 ほかの皆さん方はよろしゅうございますか。桜島町、鹿児島市と喜入町が出

ましたが、ほかはよろしいですか。 

 今、山元委員の方からお話がございましたが、いわゆる廃止のしっ放しではないと。廃

止はするが、それに代わるものとして考えているということですから、そのことについて

は、これは今日ここに至るまで桜島の竹ノ下町長からも議会の意を受けたりして大変強い

ご要請があって、何回となく各首長の皆さんにもご苦労をおかけをして、長い時間かけて

やってまいりました。 

 したがって、そういういわゆる廃止の、これはやめるんだということで、１つの行政行

為としては、これはやめたくてやめるんじゃない、やめざるを得ないけど、そのかわり激

変緩和のため、あるいはまた今までのそれを生かす形でこういう次のことを考えると、そ

ういうことでやっておるわけですから、その辺のことについては私はやはり、結果は必ず

しも十分でないかもしれませんけれども、みんなのお気持ちもそういうところでやってお

りますのでご理解をいただきたいと思っております。 
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 今、山元委員の方から、議会の審議の経過等から考えて、本日はもう１回継続協議とい

うことにしていただきたいということでございますが、ほかのところの皆様方はそれでよ

ろしゅうございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 そういうことでございますので、この議案につきましては、次の協議会まで

継続協議という取扱いにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのような取扱いにさせていただきます。 

 

   △第４３号議案 女性政策事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次は、第４３号議案「女性政策事業の取扱いについて」を議題といたします。 

 資料は６ページでございます。 

 なお、この議案につきましても、前回の第７回合併協議会で提案をいたしておりまして、

各委員におかれてはそれぞれご検討いただいていると思います。 

 何かご意見等ございましたらお願いをいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、特にご意見等ございませんので、第４３号議案「女性政策事業の取扱いにつ

いて」は、原案どおり決定したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 第４３号議案「女性政策事業の取扱いについて」は、原案どおり決定いたします。 

 

   △第４４号議案 姉妹都市等、国際・国内交流事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次に、第４４号議案「姉妹都市等、国際・国内交流事業の取扱いについて」

を議題といたします。 

 資料の７ページをお開きいただきたいと思います。 

 なお、この議案につきましても、前回の第７回の合併協議会で提案をいたしておりまし
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て、それぞれご検討いただいていると思いますが、何かご意見等ございましたらお願いを

いたします。 

 特にございませんでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、特になければ、第４４号議案「姉妹都市等、国際・国内交流事業の取扱いに

ついて」は、原案どおり決定したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、第４４号議案「姉妹都市等、国際・国内交流事業の取扱いに

ついて」は、原案どおり決定いたします。 

 

   △第４５号議案 広聴広報関係事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次に、第４５号議案「広聴広報関係事業の取扱いについて」を議題といたし

ます。 

 資料の８ページでございます。 

 なお、この議案につきましても、前回の第７回合併協議会で提案をいたしておりまして、

それぞれご検討いただいていると思いますが、ご意見等ございましたらお願いを申し上げ

ます。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第４５号議案「広聴広報関係事業の取扱いについ

て」は、原案どおり決定したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、第４５号議案「広聴広報関係事業の取扱いについて」は、原

案どおり決定いたします。 

 

   △第４６号議案 防災・防犯関係事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次に、第４６号議案「防災・防犯関係事業の取扱いについて」を議題といた
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します。 

 資料の９ページをお開きください。 

 なお、この議案につきましても、前回の第７回合併協議会で提案いたしておりまして、

それぞれご検討いただいていると思いますが、ご意見等ございましたらお願いをいたしま

す。 

〇多丸委員 ４６号議案については、原案に賛成でありますが、防災行政無線については、

「合併時に引き継ぎ、運用する」と調整方針にありますように、せっかくある施設であり

ますので、今までどおり防災及び行政事務などの連絡にぜひ活用していただきたい。 

 また、更新については、「設置目的等を踏まえ、更新時に見直しを行う」となっており

ますが、防災無線は、過去の災害の経験から、防災意識の高揚や災害時に大変役立ってお

り、町民に浸透しており、特に郡山町は地形的に河川の支流が多く、また山間部に住宅が

点在している状況でもあります。防災無線の見直しに当たっては、更新に向けて積極的な

配備を願いたいというふうに思っております。 

 そこで、この見直しについて、具体的にどのような見直しがなされるものかお伺いをい

たします。 

〇赤崎議長 どうも。 

〇松永市民専門部会長 お質しの防災行政無線は、防災情報を伝達するための手段でござ

いまして、本来の設置目的を踏まえまして、更新時において災害が発生する危険性の高い

河川沿い、あるいは急傾斜地等の土砂災害危険区域、あるいはまた桜島地区、それから石

油備蓄基地周辺などに設置する考えでございますけれども、今の段階では、危険区域など

の範囲の具体的な詰めはしておりません。今後、更新時までに地形や集落等の状況を考え

て協議してまいりたいと考えております。 

〇赤崎議長 よろしいですか。 

〇多丸委員 現在、鹿児島市では竜ケ水区域と桜島地区が設置をされておりますよね。各

町支所がありますので、この支所にそういう設備も設置、整備してあります。その支所を

活用して、今後もこの防災無線については十分活用をされるようにお願いをしておきます。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 

 よろしいですか、事務局。 

 ほかは。 

〇福石委員 前置きは全く同じことでございます。賛成の立場ではあるわけですが、５町
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は、集中豪雨等に災害が発生する可能性が高いということから、町内全域に設置されたも

のでありますが、更新時においても現行どおりで存続できないかということでございます。 

 また、吉田町は、平成５年８月１日の未曾有の集中豪雨で災害が発生し、尊い５名の人

命を亡くした５年度の災害を教訓に設置されたものであります。 

 防災無線設置前は、ほとんどの集落が有線放送設備をいたしまして防災行政連絡を行っ

ておりました。現在は、防災無線の設置により、全集落廃止しております。現在において

は防災無線あるいは行政無線として活用しております。 

 また、議会においても特別委員会を開きましたところ、この防災無線については、ぜひ

存続をするよう要望していただきたいという旨でございました。何とか存続できないもの

かお伺いをいたします。 

〇松永市民専門部会長 今、行政無線の活用についてのご質問がございましたけれども、

防災に関しましては、鹿児島市では、災害の場合は、ＮＨＫをはじめ民放全局と協定を結

び、災害がございまして市民に知らせるときには、どんなことがあっても本市から要請が

あったら最優先的に、今やっている放送を一時中断して災害情報を流すとか、それができ

ないときは字幕で何回も流すとかそういうことをやっておりますので、ある意味では防災

行政無線以上にその周知は行われているものと考えております。 

 それから、行政連絡用の活用の話がございましたけれども、現在５町において、平常時

に行政連絡や自治公民館の連絡用として活用されておりますけれども、これにつきまして

は、それぞれ５町の更新時期までは従来どおり現在の支所から利用できることになります。 

 以上でございます。 

〇福石委員 ただいま答弁をいただいたわけでございますけれども、更新時における継続、

これをお願いするわけですけれども、以上、経過等を申し上げましたけれども、やっぱり

吉田町あたりは山間部が多くて、大水害とか風水害とかという場合には電気が停電するわ

けですね。その場合にはテレビ等でそのニュースが入らないわけです。そういう関係で、

防災無線は唯一の頼りとなっているわけです。できることなら、更新時も継続をしていた

だきたい、引き続いて存続していただきたいということを申し上げたいんですが、よろし

くお願いします。 

〇赤崎議長 説明を申し上げましたが、今せっかくあるものは使おうと。あるいは更新時

においても防災無線として必要なところはやっぱりそれは残すというのが私は原則だろう

と思っておりますので、いわゆる全部今のまま残すということもまた問題がありましょう
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し、今、福石委員がおっしゃったように、地形なりあるいはまた役場からの距離なり、い

ろんなこと等で防災上必要なところはやっぱり当然、見直しのときにおいてもそれは残す

方向で検討はされるべきものと私は思っておりますけれども。 

 よろしゅうございますか、そういうことで。 

 それから今、専門部会長がご説明申し上げましたように、鹿児島市はＮＨＫ、民放全局

と協定を結びまして、そしてテレビでもって、こちらからテレビ局にこういうことで放送

してほしいと。それはやっぱりこっちで言うものが映らないと、冗談などをする者がいる

から、まず大事なときには私自身がテレビに出て各局にお願いをすると。そしてちゃんと

向こうも確認した上で、今、申し上げたようにできるだけ番組を中断をして、できないと

きは字幕で即座に何回となく全市民に行くようにやっていただくと。そういう行政協定を

放送各局と結んでおりますので、これも非常に私は効果のある、今おっしゃったようにテ

レビの映らないところは別としても、むしろ防災的には非常に高い効果のあるやり方だと

そういうふうに考えております。 

 済みません。どうぞ。 

〇長田委員 この４６号議案については、原案に賛成でありますが、特に私どもも、今年

１０年目でございますが、８・６災害、未曾有の大災害の被害を受けている鹿児島市でご

ざいまして、特にこの防災行政無線は、今、郡山町、吉田町からもございましたし、また

松元町、喜入町などを含めて、桜島を含めて、それぞれにやはり大変関心の高い、重要な

案件だろうというふうに思うわけです。 

 そういう中で、特にこの件につきまして、やはり私ども鹿児島市も含めて、５町に対す

る防災行政無線等のあり方について意見が述べられておりますので申し上げたいと思うん

ですが、防災行政無線は、災害発生時に的確に活用されるための維持管理の必要があるこ

とやコミュニティの手段としても活用されている実情があること。先ほど申されましたよ

ね、郡山町等あたりから。そういう点では十分に配慮して、そして今、会長からもあった

んですが、吉田町さんからも要望もありましたけれども、更新時には、見直しについては

慎重に対応すべきということ等も含めて、またさらに実情もしっかりと、５町の状況等も

十分に把握をする中で対応していくべきという意見が出されております。 

 それから、本市には、道路照明灯、防犯灯、また商店街等が補助を受けて設置する街路

灯などがあるわけです。その中で防犯灯の問題については、本市の考え方、また特に地域

と地域とのはざまにおける暗がりがあるわけなんですが、暗がり解消策として特設防犯灯
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の事業がなされているわけなんです。そういうこと等について、やはり考え方を５町さん

に対しては明確に整理した上で、５町の協議調整に十分に心して対応し、説明もしっかり

やっておくべきという意見等が出されておりますので、申し添えておきたいと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 福石委員、今のそれでよろしゅうございますか。 

〇福石委員 はい。 

〇赤崎議長 そういう気持ちで、やっぱり防災にマイナスになってはこれはいけないわけ

で、やっぱり私は安全・安心というのはもうすべての行政に優先をすべきものという認識

で、これからの市政も進めていかなくちゃいけないとそういうふうに考えておりますので。 

 それでは、いろいろご意見いただきましたが、別になければお諮りを申し上げたいと存

じますが、第４６号議案「防災・防犯関係事業の取扱いについて」は、原案どおり決定を

したいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、第４６号議案「防災・防犯関係事業の取扱いについて」は、

原案どおり決定いたします。 

 

   △第４７号議案 コミュニティ関係事業の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次に、第４７号議案「コミュニティ関係事業の取扱いについて」を議題とい

たします。 

 資料は１０ページでございます。 

 なお、この議案につきましても、前回の第７回の協議会で提案をいたしまして、その後、

それぞれご検討いただいていると思いますが、何かご意見等ございましたらお願いをいた

します。 

〇前薗委員 喜入町では、３３自治公民館の館長の検討会を開催しましたところ、今まで

の業務内容として公文書、指示伝達その他４項目がなくなるということで、これからは自

治公民館そのものの活動ということであれば、この内容でいいんじゃないかという結論に

達しましたので、ご報告申し上げます。 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 



 18

〇上山（稔）委員 議案関係資料の「２ 行政連絡員制度」及び「３ 自治組織への運営

補助金」については、段階的に調整を行い、いずれも廃止するというものであります。 

 このことは、まさに地域コミュニティや地域生活文化の切り捨てであり、机上で事務的

に調整されたものではないかと思わざるを得ないのであります。行政においても、今後、

住民との協働という運営を進めるに当たって、自治公民館組織は今まで以上に重要性を増

してくると思われます。 

 このような自治公民館や行政連絡員に対する補助金制度の廃止は、行政が直接関与しな

いという意味でありまして、そのことは間違いなく自治組織の衰退につながってくること

が予想されます。 

 このことは、他の町にとっても同じ環境にあることで憂慮しなければならないと考えま

す。歴史もあり、伝統的によい制度は残すべきであり、鹿児島市における都市部とは明ら

かに状況が違い、何が何でも鹿児島市、何が何でも一体化ということもいかがなものかと

考えるところでございます。 

 以上、町内会、自治公民館の自治組織などの調整方針については、反対ではございませ

んが、意見として、新市になった場合、広い行政区の中でも必要とする地域コミュニティ

の運営や役割は違ってくることを十分に考慮していただき、最良の施策をご検討いただく

よう要望しておきます。 

 以上です。 

〇赤崎議長 わかりました。ご要望として十分承って、当然またそういうこと等について

も配慮しながら進めていきたいと考えております。 

〇長田委員 ４７号議案については、原案に賛成でございます。 

 ただいまご意見が喜入町、桜島町からあったところでありますが、私どもの方も少し意

見等が出ておりますので申し上げたいと思いますが、５町のいわゆるコミュニティの仕組

みは、合併により本市の制度に統合されることになるわけでございます。今、例えば公民

館長などの役割、今、ございましたよね、桜島町さんから。役割や仕事の内容が大きく変

わることになるわけですので、そういう点では、やはり５町の方々に対して本市のコミュ

ニティ制度や事業の内容を十分に説明をされて理解していただくことが大切であるだろう

という意見等が出されておりますので、申し添えておきたいと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 
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 ちなみに、今、それぞれ５町では、地域の公民館、自治公民館制度がありますけれども、

その自主的な活動なり自主的なコミュニティに対しては、これは今までどおりやっていた

だくし、またこれまでの歴史を生かしながらやっていただくということで、行政とのつな

がりについて言っておりますので、そのことはひとつご理解いただきたい。 

 それから、上山委員がおっしゃったように、そういう今までの自主的な活動はそのまま

変わらない、やっていただくといっても、実際そういうことで活動が弱体化をするといい

ますか、コミュニティが薄れていくという心配もこれはしなくちゃならないことでござい

ますので、やっぱりコミュニティということは大事にしながらやっていかなくてはいけな

いという前提で、これからいろいろ具体的には３カ年間なりの激変緩和の措置がなされま

すけれども、その間あたりにおいて検討がなされていくべきものであろうなあとそういう

ふうな気持ちで私もおりますので、そういうご理解をいただけたらと思っております。 

 別にございませんでしょうか。 

〇北野委員 ただいま各地域の方々がコミュニティについてご質問されましたけれども、

我々としましても一応お尋ねしたいことがございますから、よろしくお願いします。 

 本町におきましても、自治公民館組織については地域に密着した組織として認めておる

ところでございます。行政と一体となって地域のさまざまな事業に取り組んでいる現在で

ございますが、自治公民館の組織は、主として町の運営補助金と我々の出します会費で取

り組んでいるところでございます。現在の自治公民館の運営は主として町の運営費補助金

で賄っているような状態でございます。 

 このような状況から、町からの助成がなくなると組織の運営に支障を来すのではなかろ

うかと考えているので不安ではありますが、自治組織としての性格上、現在の示されてい

る調整案でやむを得ないものと考えております。 

 項目２の行政連絡員制度及び項目３の自治組織への運営補助金の調整方針については、

鹿児島市の制度と合わす必要があることから、理解できるものであります。 

 各町における自治公民会は、鹿児島市の町内会と同じく任意団体として独立するよう努

力していかねばならないと考えております。 

 しかし、長い間、公民館活動は行政と一体となってまちづくりを進めてきております。

行政と地域住民の共通意識を持ってまちづくりの取り組みを育んでいる状況であります。

地域のコミュニティ組織は、組織率が高く、地域連帯感を育んでいるすばらしい組織であ

ります。停滞することのないよう、さらに充実いたしまして、側面より支援する制度を構
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築していただくようご配慮いただければありがたいと思っております。 

 以上で終わります。 

〇赤崎議長 私どもは、基本的には今おっしゃったような考え方でやっておりますけれど

も、ただ、実際に自主的な町内会がやることだといってほっぽり出しているのではなくて、

例えば集会場を建設をする、修理をする、そういうもの等はやはり一時的に自治公民館、

町内会も金が要りますので、助成制度、それから低利の融資制度、そういうものを併用し

ながらそういうことができるようにするとか、あるいは、それぞれの自治公民館で新たな

例えば盆踊りをやるとか、いろんなそういうみんなのコミュニティを高めていく事業をお

やりになる場合には、実際おやりになる事業に対して鹿児島市は助成をして、そういう事

業ができやすいような助成制度をやると。一般的な毎日毎日の運営補助金ではなくてそう

いうものについてやるということで、それについてはやはり相当な予算も組んでやってお

りますので、今おっしゃったように新しい制度をまた適用していただきながらやっていた

だければありがたいなとそういう気持ちでおります。今おっしゃったお気持ちはまた大事

にしてやっていきたいと思っています。 

〇前薗委員 喜入町では各集落のほかに地区公民館というのが６館ございます。喜入町は、

南北１６キロという細長い地域でございますので、各校区ごとに２キロとか３キロとか山

で分かれています。それで、各地区公民館ごとにいろいろな活動をやっております。 

 ですから、さっき申し上げましたとおり自治公民館の活動は、そう目立った活動はあり

ませんけれども、地区公民館が主になってやっておりますので、自治公民館としては別に

この案でいいというようなことで、後で５７号に出てくると思いますけれども、喜入町で

は、６校区の公民館に公民館長、また主事が毎日出ておりますので、その方面で活動して

おります。 

 また後でいろいろお願いすることもありますけれども、自治公民館については以上のと

おりです。 

〇赤崎議長 ほかはございませんでしょうか。 

〇福石委員 コミュニティ関係については、（３７）－２で、１と２は関連がございます

ので関連して質問をいたします。 

 自治公民館、行政連絡員制度は、合併後３カ年が経過した後は鹿児島市の制度に移行す

るわけですが、５町の現行の制度は廃止になる案であります。 

 鹿児島市の制度に移行した場合、現行の行政連絡員制度と鹿児島市の制度に移行した場
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合の経費の差額というのはどのくらいの試算が出ているのかお伺いをしてみたいと思いま

す。 

〇赤崎議長 そこはわかっていますか。 

〇松永市民専門部会長 お質しの経費の算定については出しておりません。ただし、今お

質しの行政連絡員制度につきましては、その業務内容については、各種文書の配布を含め、

多岐にわたっておりまして、業務の見直しについては、５町や関係専門部会とも十分協議

しながら、その内容については、見直しについて調整をしていきたいと思っております。 

〇福石委員 試算は出していないということですが、今、１の項目では、現在の各町では

集落はそのままの組織で、単位が町内単位と変わるだけであって、今の現状で存続をされ

るわけですが、先ほども質問がございましたけれども、やはり山間部になりますと、公民

館組織、こういう形がなくなれば非常にコミュニティがなくなるんじゃないかというふう

に考えるわけです。そしてまた鹿児島市の制度になりますと、文書は各戸配布、また委託

業者に依存するというようなことでございますが、そのような経費の面を考えますと、今

の集落単位がそのままであるならば、その集落単位に委託業務を、館長さんなりそういう

のにさせていただいてできないものかということです。お伺いをいたします。 

〇松永市民専門部会長 お質しの各種文書の配布について、従来どおりできないかという

ことでございますけれども、これについては、５町それぞれ中身、業務量、ボリューム、

そういったものが違いますので、そういうことは今後においてはちょっと難しいのではと

思っております。 

〇赤崎議長 ５町は違うんですよ、一緒じゃなくてですね。そういう面もあったりして。 

〇福石委員 この第１項目では、自治公民館という組織はほとんどあるようですね。そう

いうことで、この文書配布の戸別配布を市が郵送、業者委託をするということになってお

りますから、この集落に対してこれに係わる経費を回すことができたら、その方がいいん

じゃないかなあというふうに考えるわけです。その点についてもう一度お伺いして終わり

たいと思います。 

〇松永市民専門部会長 お質しの委託の方法につきましては、それぞれの施策の中で委託

の方法というものを検討してまいりたいと思っております。 

〇赤崎議長 よろしゅうございますか。 

〇福石委員 はい、わかりました。終わります。 

〇赤崎議長 ほかはよろしいでしょうか。 
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   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、ほかになければお諮りをいたしたいと思いますが、第４７号議案

「コミュニティ関係事業の取扱いについて」は、原案どおり決定をすることでよろしゅう

ございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、第４７号議案「コミュニティ関係事業の取扱いについて」は、

原案どおり決定いたします。 

 

   △第４８号議案 住民サービス窓口業務の取扱いについて（継続協議） 

〇赤崎議長 次に、第４８号議案「住民サービス窓口業務の取扱いについて」を議題とい

たします。 

 この議案までが継続審査になっていた議案でございます。 

 資料の１１ページをお開きいただきたいと思います。 

 このことについても、ただいま申し上げましたように第７回の合併協議会で提案をいた

して、その後、それぞれご検討をしていただいていると思いますが、ご意見等ございまし

たらお願いをいたします。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたしますが、第４８号議案「住民サービ

ス窓口業務の取扱いについて」は、原案どおり決定してよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、ご異議ございませんので、第４８号議案「住民サービス窓口業務の取扱いに

ついて」は、原案どおり決定いたします。 

〇長田委員 可決をいたしましたところで、少し総体的なご意見を申し上げたいんですが、

今、４５号の広聴広報、防犯、コミュニティ、住民サービス窓口関係、ご意見もあったり

なかったりでありましたけれども、先ほど少しご意見等も申し上げさせていただいたんで

すが、私どもの総体意見として、これらの事業、４５号から４８号に係るこの事業は住民

生活に極めて直結するものであるとそういうことから、具体的な調整実施に当たっては、
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５町の住民の方々への説明と５町の職員の方々と十分な協議を行っていただいて、そして

ご理解をいただく中で対応していくことが大切なのではないかということがありましたの

で、改めて念のために申し添えさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをい

たしたいと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 どうもありがとうございました。 

 

   △第１４－２号議案 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

〇赤崎議長 ここからは、今回新たに提案をする議案でございます。 

 まず、第１４－２号議案「議会の議員の定数及び任期の取扱いについて」を議題といた

します。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 １２ページでございます。 

 第１４－２号議案 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて。 

 議会の議員の定数及び任期の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求める

ものでございます。 

 議会の議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例に関する法律第６条第２項

及び第３項の規定を適用し、鹿児島市の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り定数

を増加し、編入される吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町のそれぞれの区域ごと

に選挙区を設け増員選挙を行うものとするという議案でございます。 

 議案の内容につきまして、もう少しご説明を申し上げますと、この議会の議員の定数及

び任期の取扱いにつきましては、去る第３回の合併協議会に取扱い案を１市５町の議会に

おいて作成することについての議案を提案いたしまして、その次回の第４回合併協議会に

おきまして、その議案が原案どおり確認をされております。 

 それを受けまして、議会におきまして「議会の議員の定数及び任期の取扱いに関する１

市５町の会」を開催されまして、取扱い案の作成に関する協議を進められ、本日ただいま

提案をいたしております取扱い案が確認をされております。 

 取扱い案の内容は、市町村の合併の特例に関する法律第６条第２項及び第３項に規定を

いたします定数特例制度を適用いたし、鹿児島市の議員の残任期間に相当する期間に限り

定数を増加し、５町の区域ごとに選挙区を設け、増員選挙を行うということになっており
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ます。 

 具体的には、合併日から５日以内に鹿児島市議会議長は鹿児島市の選挙管理委員会に定

数の増加を通知し、選挙管理委員会としては、通知を受領した日から５０日以内に、５町

それぞれの選挙区ごとに定数をそれぞれ１人とする増員選挙を行うことになります。 

 当選された議員は、鹿児島市議会議員として、平成２０年４月２８日まで在任すること

になります。 

 次の１３ページにつきましては、上の方の表は、１市５町の議員の現況等でございます。 

 次の１４ページ、１５ページは、ただいま議案本文で申し上げました市町村の合併の特

例に関する法律の、今の議案の関係部分の抜粋でございます。 

 あけていただきまして、１６ページ、１７ページでございますが、ただいま議案として

提案いたしました方針案の中身について図解をしたものでございます。 

 １６ページの真ん中ほどに「２．定数特例による場合」というのがございます。これの

下の方に「（１）合併特例法第６条第２項適用（定数特例）」というのがございます。た

だいまの議案といたしましては、この（１）の方針案を採用したというものでございます。 

 ここでは、増員選挙、これがただいま申し上げました議長が選挙管理委員会に合併日以

後５日以内に通知を行いまして、通知を受けた日から５０日以内に増員選挙を行うという

ことになります。そしてその次、黒線で結びました丸がございますが、一般選挙でござい

ます。これが鹿児島市の市議会議員の選挙になりますが、平成２０年４月になります。 

 以上でただいまの議案の説明を終わります。 

〇赤崎議長 事務局の方から、第１４－２号議案「議会の議員の定数及び任期の取扱いに

ついて」説明をいたしましたが、これに関して何かご意見、ご質問等はございませんでし

ょうか。 

〇猪飼委員 議会の議員の定数及び任期の取扱いという件ですけれども、第３回で提案さ

れ、そして取扱い案ということで内容も確認されているということもございますし、今ま

で継続協議というのが非常に続いて、今後のスピーディな展開ということを考えていきま

すと、この場で決定できるものは余り継続に延ばさないで進めていくということも大切で

はないかと思います。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 

 今、猪飼委員の方からも、第３回、第４回と提案をし、そして確認をいただき、各議会

一緒になって協議をしたことでもあるし、今後のいろんな審議から考えても、ここで決定
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をしたらいかがかということでございます。 

 ほかにどなたか。 

〇和田委員 この議案につきましては、これまで１市５町の議会の代表者会を３回ほど開

催をされてきております。この中で十分協議がなされまして、本日、この取扱い案につい

て１市５町の議会における作成案が提案されたわけでございます。 

 なお、この代表者会につきましては公開で行われ、新聞報道等で１市５町の住民の方々

も十分周知のとおりでありまして、先ほど猪飼委員より出ましたように、この場で即決で

決めていただければと思います。 

 以上です。 

〇赤崎議長 ありがとうございました。 

 もう１つ大事なことは、審議が公開の場で行われ、その経過並びに結果については報道

等を通じてそれぞれ住民にも知らされて周知をされておるから、この場で決めたらどうか

というご意見でございました。 

 ほかは。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、ほかになければお諮りをいたしますが、先ほど来、申し上げます

ように、議会の議員の定数及び任期の取扱いについては、本日の協議会で決定するという

取扱いがいいのではないかというご意見でございました。 

 そのほかになければ、そういうことで本日、決めたいと思いますが、そのような取扱い

でよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、第１４－２号議案「議会の議員の定数及び任期の取扱いについて」は、原案

どおり決定をすることでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、第１４－２号議案「議会の議員の定数及び任期の取扱いにつ

いて」は、原案どおり決定いたします。 

 

   △第１５－２号議案 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 
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〇赤崎議長 次に、第１５－２号議案「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについ

て」を議題といたします。 

 事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 １８ページをお願いいたします。 

 第１５－２号議案 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて。 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を

求めるものでございます。 

 １ 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の農業委員会は、鹿児島市の農業委員

会に統合するものとする。 

 ２ 吉田町、桜島町、喜入町、松元町及び郡山町の農業委員会の選挙による委員につい

ては、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第２号の規定を適用し、各町におい

てそれぞれ互選された５人の委員が鹿児島市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き

続き鹿児島市の農業委員会の委員として在任するものとする。という議案でございます。 

 これにつきましても、もう少し補足説明を申し上げます。 

 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いにつきましては、先ほどの議会の議員と同様、

去る第３回の合併協議会に取扱い案を１市５町の農業委員会において作成することについ

て、議案として提案し、その次の第４回合併協議会においてその議案が原案どおり確認を

されております。 

 それを受けまして、１市５町の農業委員会におきまして「農業委員会の委員の定数及び

任期の取扱いについての検討委員会」を設置をされまして、取扱い案の作成に関する協議

を進められ、本日提案をいたしております農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い案が

確認をされております。 

 取扱い案の内容といたしましては、５町の農業委員会は、鹿児島市農業委員会に統合を

いたしまして、１つの農業委員会とすること。 

 ２つ目は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第２号に規定する特例措置を

適用し、５町の選挙による農業委員のうち、各町においてそれぞれ互選された５人、つま

り合計２５人の委員は、鹿児島市農業委員会委員として平成１９年４月２８日まで在任す

るものでございます。 

 次のページの１９ページをごらんいただきますと、１市５町の農業委員等の現況等を書

いておりますが、この一番上の欄になりますが、真ん中よりちょっと下になります。「農
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業委員の数」というのが縦にございまして、その右側に「公選委員」、その下に「選任委

員」というのがございます。つまり今、議案として提案をいたしておりますのはこの「公

選委員」の方々に関する取扱いでございます。 

 ５町を申し上げますと、吉田町が１０人、そして桜島町が１１人、その下の表になりま

すが、喜入町が９人、松元町が１０人、郡山町が１０人。そして一番下は、５町の合計、

１市５町の合計数を書いておりますが、５町の合計では５０人、１市５町では７５人とい

った数字になっております。 

 次のページをごらんいただきますが、２０ページ、２１ページは、ただいま適用した法

律の関係分の抜粋でございます。 

 次のページをあけていただきまして、２３ページになります。 

 一番下の３番目の表がございますが、「選挙委員」というのが鹿児島市と５町とござい

ます。「特例適用期間」というのが下の方の欄にございますが、５町が定数では現在５１

でございますが、これを特例適用いたしまして２５人にしようとするものでございます。 

 なお、「選任委員」につきましては、５町は、農業協同組合及び農業共済組合等の数か

ら４人ということになります。 

 以上で、第１５－２号議案の説明を終わります。 

〇赤崎議長 第１５－２号議案「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて」の

説明を申し上げましたが、何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りを申し上げますが、この第１５－２号議案

「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて」は、次回の協議会までに各委員で

それぞれご検討いただいて、次回で決定をしたいと思いますが、そのような取扱いでよろ

しゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのような取扱いとさせていただきます。 

 

   △第２２－２号議案 慣行（都市宣言）の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第２２－２号議案「慣行（都市宣言）の取扱いについて」を議題とい
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たします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ２４ページをお願いいたします。 

 第２２－２号議案 慣行（都市宣言）の取扱いについて。 

 慣行（都市宣言）の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでご

ざいます。 

 都市宣言は、鹿児島市の都市宣言を用いるものとする。３町の独自の宣言は合併時に廃

止するが、歴史的経過等を踏まえ、その取扱いについて合併時までに検討するものとする。

という議案でございます。 

 議案関係資料がございます。「第２２－２号議案関係資料」でございます。 

 慣行（都市宣言）の取扱いは、一番上の鹿児島市ふれあい長寿社会宣言から、生涯学習

の町宣言までの９項目でございます。 

 次のページをあけていただきまして、（１１）－２、３ページでございますが、まず項

目１の鹿児島市ふれあい長寿社会宣言、そしてその下、項目２になりますが、男女共同参

画都市かごしま宣言は、鹿児島市のみ宣言をいたしておりますが、合併後の市においても

引き続き都市宣言として用いていこうとするものでございます。 

 次の（１１）－４、５ページをお願いいたします。 

 項目３の平和都市宣言でございますが、鹿児島市、喜入町及び郡山町で宣言をいたして

おります。この３つの宣言の内容は共通をいたしておりまして、合併後は鹿児島市の宣言

を用いることとしようとするものでございます。 

 その下の項目４の青色申告の町から最後の項目９の生涯学習の町宣言につきましては、

まず、それぞれ宣言の趣旨をご説明を申し上げまして、まとめて後ほど調整方針をご説明

申し上げます。 

 まず、項目４の青色申告の町は、昭和５６年に喜入町におきまして青色申告宣言大会を

開催をされ、その大会において宣言をされております。 

 次のページ、（１１）－６、７ページになります。 

 項目５の親せつの町宣言は、昭和５８年にこれも喜入町におきまして、温かく生かし合

う人間関係をつくり出すという趣旨で宣言をされております。この「親せつの町宣言」の

「親せつ」の「せつ」という字が平仮名になっておりますが、これは誤字ではございませ

んで、「親を切る」という字は適当ではないということから平仮名にされたということで
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ございます。 

 その下の項目６の健康のまち宣言は、平成５年に松元町におきまして、健康に対する認

識を高め、町民一人一人が健康で明るい豊かな日常生活を営むことを目的に宣言をされて

おります。 

 続きまして、次の（１１）－８、９ページ、項目７の卓球のまちまつもと宣言は、平成

７年に松元町におきまして、卓球を通じて町民の健康づくりとスポーツ文化の高揚を図り

ながら、潤いと活力あるまちづくりに取り組むことを趣旨として宣言をされております。 

 その下の項目８、「青少年健全育成宣言のまち」松元町は、平成１３年に松元町におき

まして、心の教育を重視し、生きる力を育み、心豊かな青少年の健全な育成のため、家庭

や関係機関団体及び地域社会が連携して教育力向上に努めるという趣旨で宣言をされてお

ります。 

 続きまして、次の（１１）－１０、１１ページになります。 

 項目９の生涯学習の町宣言は、平成４年に郡山町におきまして、生涯にわたり学ぶ喜び

を持ち、未来に対応できる人づくりと豊かな心で生きがいを持てる町を実現するという趣

旨で宣言をされております。 

 これらの宣言の項目４からの調整方針でございますが、恐れ入ります、また前のページ

の方に戻っていただきまして、（１１）－４、５ページになります。 

 これらの調整方針でございますが、それぞれの町として宣言されたものでございますの

で、編入合併ということから合併時に廃止をされることになりますが、宣言された歴史的

な経過等を踏まえまして、宣言の精神を生かす方策等につきまして、合併時までに検討を

することとするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま第２２－２号議案「慣行（都市宣言）の取扱いについて」の説明を

申し上げましたが、何かご質問なりご意見等はございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、特になければ、この第２２－２号議案「慣行（都市宣言）の取扱いについ

て」は、次回の協議会まで各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いま

すが、そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 
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   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第３１－２号議案 建設関係事業（公の施設）の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第３１－２号議案「建設関係事業（公の施設）の取扱いについて」を

議題といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 それでは、２５ページをお願いいたします。 

 第３１－２号議案 建設関係事業（公の施設）の取扱いについて。 

 建設関係事業（公の施設）の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求める

ものでございます。 

 ５町の公園、町営住宅、町道、港湾及び砂防関連施設については、合併時に鹿児島市に

引き継ぐものとし、管理運営については、鹿児島市の制度に統合することを基本に合併時

までに調整するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございます。「第３１－２号議案関係資

料」をごらんいただきます。 

 表紙をあけていただきますと、建設関係事業（公の施設）の協議項目といたしましては、

公園から、一番下の砂防関連施設まで５項目でございます。 

 項目１から項目４までは、第５回の合併協議会におきまして、財産及び公の施設の取扱

いの議案の中で鹿児島市に引き継ぐことが確認をされておりますが、住民生活に大きくか

かわる事項でございますので、管理運営のあり方を含めて改めて協議項目として提案する

ものでございます。 

 また、一番下の項目５の砂防関連施設は、今回新たに追加して提案をするものでござい

ます。 

 あけていただきまして、（２１）－２、３ページになります。 

 項目１の公園、その下の項目２の市営及び町営住宅でございますが、それぞれ合併時に

鹿児島市に引き継ぎ、管理運営については、鹿児島市の制度に統合することを基本に合併

時までに調整をしようとするものでございます。 



 31

 あけていただきまして、４、５ページ、項目３の市道及び町道、その下の項目４の港湾

でございますが、それぞれ合併時に鹿児島市に引き継ごうとするものでございます。 

 一番下の項目５の砂防関連施設でございますが、桜島町にございます金床砂防公園とい

たしまして、桜島町と国が分担をいたしまして公園施設を整備をいたしております。 

 調整方針でございますが、桜島町が設置をした公園施設は、合併時に鹿児島市に引き継

ぎ、管理は、合併時までに見直しを行おうとするものでございます。また、国が設置をし

た公園施設につきましては、管理者の見直しを含めまして、合併時までに関係機関と調整

をしようとするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま第３１－２号議案「建設関係事業（公の施設）の取扱いについて」

のご説明を申し上げましたが、何かご質問なりご意見等ございませんでしょうか。 

 特にございませんでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第３１－２号議案「建設関係事業（公の施設）の取扱いについて」は、次回の協議会ま

でに各委員それぞれご検討いただいて、次回で決定したいと思いますが、そのような取扱

いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのようにさせていただきます。 

 

   △第４９号議案 し尿処理事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第４９号議案「し尿処理事業の取扱いについて」を議題といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ２６ページをお願いいたします。 

 第４９号議案 し尿処理事業の取扱いについて。 

 し尿処理事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでござい

ます。 

 １ し尿等の収集形態については、現行どおりとし、合併後のし尿等の発生量の推移等

を見て、見直しを行う。 



 32

 ２ し尿等の処理体制については、合併時に再編するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の「第４９号議案関係資料」をごらんいただきます。 

 表紙をあけていただきますと、し尿処理事業として提案する項目は、１、し尿等の収集

形態から、３のし尿処理体制までの３項目でございます。 

 し尿処理事業につきましては、合併に伴うし尿等の市の処理施設への受け入れにつきま

して、国と協議を進めておりましたが、このほど国との間で一定の協議が調いましたので、

今回、議案として提案をするものでございます。 

 あけていただきまして、（１７）－２、３ページになりますが、一番上の項目１、し尿

等の収集形態ですが、し尿につきましては、鹿児島市では衛生公社で、５町はそれぞれ許

可業者が収集をいたしております。 

 また、その下の浄化槽汚泥につきましては、１市５町とも許可業者によりまして収集を

いたしております。 

 調整方針でございますが、現行どおりといたしますが、し尿の収集量が合併処理浄化槽

の普及によりまして近年減少傾向にございますので、その発生量の推移を見ながら、安定

した収集体制が確保されるよう所要の見直しを行うことといたしております。 

 その下の項目２のし尿等収集運搬業の許可要件は、鹿児島市と５町では、事務所・車庫

の所在地要件が異なっております。合併時には、許可業者の現行の営業区域を変更しない

ことから、調整方針としては、当分の間、現行どおりにするものでございます。 

 その下の項目３のし尿等の処理体制でございますが、鹿児島市と吉田町及び喜入町は衛

生処理センター等での陸上処理を行っております。一方、桜島町、松元町及び郡山町は海

洋投入を行っております。 

 ご案内のとおり海洋投入につきましては、平成１９年２月から禁止をされることになっ

ております。そういうことから、調整方針といたしましては、合併時に再編し、すべての

し尿等の処理を鹿児島市衛生処理センター及び喜入町衛生処理場で陸上処理をすることと

いたすものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま第４９号議案「し尿処理事業の取扱いについて」の説明を申し上げ

ましたが、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 
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   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第４９号議案「し尿処理事業の取扱いについて」

は、次回の協議会まで各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、

そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第３３－２号議案 一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第３３－２号議案「一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いについ

て」を議題といたします。 

 事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ２７ページをお願いいたします。 

 第３３－２号議案 一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いについて。 

 一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を

求めるものでございます。 

 吉田町は、合併の日の前日をもって姶良郡西部衛生処理組合を脱退し、吉田町に係るし

尿処理業務は、合併後の市に引き継ぐことを基本に合併時までに調整するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございますが、「第３３－２号議案関係資

料」をごらんいただきます。 

 第３３－２号議案は、一部事務組合等で行っている業務のうち、し尿処理業務について

の取扱いになりますが、一部事務組合等で行っている業務につきましては、去る７月の第

６回合併協議会におきまして、し尿処理以外の消防、介護保険、ごみ処理及び斎場の４業

務について既に決定をいただいております。残るし尿処理業務に関して、先ほど第４９号

議案で申し上げましたとおり国との協議が調いましたので、今回、提案をするものでござ

います。 

 あけていただきまして、（２３）－２、３ページになります。 

 これは１項目でございますが、項目１のし尿処理業務は、一部事務組合で行っておりま

すのは吉田町のみでございまして、その他の１市４町はそれぞれ独自に処理を行っており
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ます。 

 調整方針といたしましては、し尿処理業務以外の消防業務等の調整方針と同様に、合併

の日の前日をもって一部事務組合を脱退し、業務は、合併後の市に引き継ぐことを基本に

合併時までに調整をしようとするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま第３３－２号議案「一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いにつ

いて」ご説明を申し上げましたが、これに関して何かご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第３３－２号議案「一部事務組合等（し尿処理業務）の取扱いについて」は、次回の協

議会までに各委員それぞれご検討いただき、次回で決定をしたいと思いますが、そのよう

な取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 ご異議ございませんので、そのような取扱いにさせていただきます。 

 

   △第５０号議案 まちづくり推進組織の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５０号議案「まちづくり推進組織の取扱いについて」を議題といた

します。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ２８と２９ページになります。 

 第５０号議案 まちづくり推進組織の取扱いについて。 

 まちづくり推進組織の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるもので

ございます。 

 １市５町の合併後のまちづくり等の推進に関して協議する組織については、地域まちづ

くり会議（仮称）及びかごしままちづくり会議（仮称）を設置することとし、具体的なこ

とについては、合併時までに１市５町の長が別に協議するものとする。 

という議案でございます。 
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 これにつきまして、経過等を申し上げます。 

 この第５０号議案の協議項目は、当初の協議項目といたしましては地域審議会の取扱い

となっていたものでございます。 

 首長会等におきまして、合併後に住民参加のまちづくりを推進していくためにはどのよ

うな組織が望ましいのか、地域審議会も含めて各面から慎重に検討が行われました。 

 ご案内のとおり地域審議会制度は、合併前の自治体ごとにそれぞれ設置をされるもので

ございまして、その役割は、主として５町の地域ごとの市町村建設計画の執行状況等につ

いて審議をすることになっております。また、法に定める地域審議会は、新市全体のまち

づくりについて審議をすることにはなっていないところでございます。 

 鹿児島地区の合併においては、５町のそれぞれのまちづくりを推進するとともに、新市

としての速やかな一体化と新市全体の均衡ある発展が図られなければなりません。 

 したがいまして、鹿児島地区におきましては、法に規定する地域審議会以上に５町の皆

様がそれぞれの地域のまちづくりに関して自由闊達に意見や提言を述べることができ、さ

らに地域審議会の権能にはない新市全体のまちづくりを協議する組織を両方設置をいたし

まして、両組織がまちづくりに関する幅広い審議の中から住民の意見を伺っていく方が、

法に定める地域審議会よりもより住民に密着したまちづくりが推進できることから、地域

審議会は設置をしないという結論になりました。 

 次のページの２９ページに概要図を掲げておりますが、これをごらんいただきながらも

う少しご説明を申し上げます。 

 合併後のまちづくり推進組織といたしまして、２つの組織を設置をしようとするもので

ございます。 

 まず、左側の方でございますが、旧５町の地域ごとにそれぞれ「地域まちづくり会議」

（仮称）を設置しようとするものでございます。これは、５町のそれぞれの地域におきま

して、地域の皆様から地域内のまちづくり全般につきまして意見・提言をいただくもので

ございまして、右側の方に「（新市全体のまちづくり）」というのがございますが、こち

らの方の「かごしままちづくり会議」（仮称）の方に意見を反映しようとするものでござ

います。 

 「地域まちづくり会議」の方の下の「役割」というところをごらんいただきますが、具

体的役割として考えられる主なものは、まちづくりについての意見・提言に関すること。

２つ目には、市町村建設計画の執行状況等に関すること。３つ目に、当該地域において行



 36

われる事務事業に関することなどでございますが、このほか地域のまちづくり全般につい

て自由に協議をしていただこうとするものでございます。 

 構成メンバーとして考えられますのは、地域を代表される方や、左側の方にございます

が、公民館連絡協議会、校区公民館、自治公民館のほかに、それぞれの地域の女性団体や

青年団体、衛生自治団体などの各種団体の代表者等も想定いたしているところでございま

す。 

 続きまして、右側の「かごしままちづくり会議」の方でございますが、これは全市的な

組織でございまして、合併後の新市のまちづくりを進めるに当たりまして、有識者等から

意見・提言をいただき、新市の速やかな一体化と均衡ある発展を図ろうとするものでござ

います。 

 具体的役割として考えられる主なものといたしましては、１つ目には、市町村建設計画

の執行状況等に関すること。２つ目に、地域まちづくりの協議に関すること。３つ目に、

先ほど地域まちづくり会議の方から意見反映があるということを申し上げましたが、地域

まちづくり会議からの意見・提言に関することなどでございますが、このほか新市のまち

づくり全般について、これも自由に協議をしていただこうとするものでございます。 

 次に、それぞれの組織の連携の仕方でございますが、「地域まちづくり会議」と「かご

しままちづくり会議」の連携につきましては、「地域まちづくり会議」の代表者も「かご

しままちづくり会議」の委員として参画をし、意見反映していただこうとするものでござ

います。 

 次に、それぞれの組織と行政との連携でございますが、「地域まちづくり会議」につい

ては、それぞれ５町の支所に事務局を設けまして、支所と協働してまちづくりを推進をす

ることとするものです。 

 次に、設置の期間等でございますが、「地域まちづくり会議」及び「かごしままちづく

り会議」ともに、合併後速やかに設置をして、その期間は特に定めませんが、コミュニテ

ィの形成状況やまちづくりの進展の状況、さらには、現在、地方制度調査会の方で検討を

進めております地域自治組織等も勘案をいたしまして、１９年度中にこれらの組織のあり

方について検討をしたいというふうに考えております。 

 ただいま申し上げましたほか、組織についての具体的な内容等につきましては、合併時

までに１市５町の長が協議をして決定をしてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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〇赤崎議長 どうもご苦労さんでした。 

 事務局の方から、第５０号議案「まちづくり推進組織の取扱いについて」ご説明を申し

上げました。 

 これに関して、何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

〇追立委員 今の説明の中で、合併後速やかに設置して、１９年度中にという説明があっ

たんですが、実質的には合併の動きは１６年度１１月以降から始まると思うんですよね、

その間をどうされるのか。 

〇成清事務局長 この両組織の設置につきましては、合併後速やかに設置をしてまいりま

す。その設置期間については、現在のところいつまでというような設置期間は定めないと

ころでございます。 

 しかしながら、一方では、合併後の速やかな一体化ということも、これは合併の１つの

目的として達成していかなければなりません。したがいまして、設置後のまちづくりの進

展の状況、それからコミュニティの形成の進展の状況等を見ながら、一方では、国の検討

しております地域自治組織、こういったものを見ながら、その辺を１９年度中に検討した

いとそういうことでございます。 

〇赤崎議長 よろしいですか、追立委員。 

〇追立委員 いずれ私どもにも執行部の方から説明があると思うんですが、１つだけ。 

 地域のまちづくりの代表者と、新市全体のまちづくりという形になりますと、鹿児島市

に合併になると、そこからやはり有識者の方々が鹿児島市に参加される場も多くなってく

ると思うんですね。それからもう１つは、地域で実情がよくわかっている代表者の方、こ

の辺のバランスをちょっと説明願えればありがたいと思います。 

〇成清事務局長 構成メンバーにつきまして、先ほど若干ご説明申し上げましたが、地域

まちづくり会議の方につきましては、絵の中に公民館連絡協議会から自治公民館までござ

いますが、これらの方々の代表者、そのほかに青年団体であるとか婦人団体、衛生自治団

体、こういった各種団体の代表者も想定をしているところでございます。そしてまた、何

よりも地域をよく知っていらっしゃる地域の代表者という方も想定をしているところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 よろしいですか。 

〇追立委員 はい。 
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〇赤崎議長 ほかに何かご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第５０号議案「まちづくり推進組織の取扱いについて」は、次回の協議会までに各委員

それぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、そのような取扱いでよろしゅ

うございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第５１号議案 電算システム事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５１号議案「電算システム事業の取扱いについて」を議題といたし

ます。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３０ページをお願いいたします。 

 第５１号議案 電算システム事業の取扱いについて。 

 電算システム事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでご

ざいます。 

 電算システムについては、合併時に鹿児島市のシステムに統合するものとする。ただし、

各町で現行どおりの運用が必要なシステムについては、合併が行われた日の属する年度の

翌年度までに統合するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございまして、「第５１号議案関係資料」

をごらんいただきたいと思います。 

 表紙をあけていただきますと、総括表がございますが、電算システム事業は、１番目の

基幹系業務システムから、右側一番下になりますが、教育用コンピュータ活用推進事業ま

での２２項目でございます。 

 これにつきましては、主な項目についてご説明を申し上げたいと思います。 

 あけていただきまして、（４１）－２、３ページでございます。 
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 項目１の基幹系業務システムでございますが、現在、１市５町におきましては、いずれ

の自治体でも住民記録、印鑑証明等をはじめ数多くの事務をコンピューター処理をいたし

ております。 

 そしてそこに表記しておりますとおり、電算システムは、ハードウエア、ソフトウエア

ともに異なっておりまして、合併後、本庁・各支所のいずれでも均一で利便性の高い行政

サービスを提供し、また効率的な行政を進めていくためには、これらの電算システムを統

合して一括管理をする必要がございます。 

 統合の方法といたしましては、５町のシステムは、どちらかと言えば小規模自治体向け

に開発をされておりまして、６０万人の自治体の処理件数には対応できませんことから、

大規模自治体向けに開発されております鹿児島市のシステムに統合することといたします。 

 また、新システムの稼働日は、住民票や印鑑証明など日常生活に必要な証明書等は、合

併目標日でございます平成１６年１１月１日から取得できるようにしたいと考えておりま

す。 

 なお、市民税などの１６年度当初に賦課をされまして、その徴収事務が１６年度中存続

するものについては、各町のシステムを並行稼働させることとして、１７年度までに統合

しようとするものでございます。 

 あけていただきまして、（４１）－４、５ページをお願いいたします。 

 一番下になりますが、項目５の庁内ＬＡＮでございますが、鹿児島市におきましては電

子市役所の構築を進めておりまして、その基盤となる庁内ＬＡＮの整備が進んできており

ます。また一方、５町におきましてもＬＡＮの整備が進んでおりますが、規模等を考慮い

たしまして、合併時に鹿児島市のＬＡＮに統合しようとするものでございます。 

 ちょっと飛びます。（４１）－８、９ページをお願いいたします。 

 項目８の戸籍事務システムから、少し飛びますが、１６、１７ページになります。項目

１６の水道事業に係る財務会計システムまでにつきましては、鹿児島市のシステムへの統

合や新規の開発を行ってまいりますが、その時期につきましては、遅くとも１７年度まで

には統合、開発をいたします。 

 あけていただきまして、（４１）－１８、１９ページをお願いいたします。 

 一番上の項目１７の生涯学習情報システム、「キュートピア・ネット」と鹿児島市では

呼んでおります。これは鹿児島市のみのシステムでございますが、５町の公共施設にも端

末を設置し、１７年度にこのシステムを導入しようとするものでございます。 
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 １つ飛びまして、項目１９の教育用テレビ会議ネットワーク活用推進事業でございます

が、鹿児島市と松元町におきまして小・中学校に整備をし、学校間交流等に活用をいたし

ております。これを１７年度以降に他の４町の小・中学校においてもテレビ会議ができる

ようにしようとするものでございます。 

 一番下、項目２０でございますが、普通教室コンピュータ整備事業でございますが、鹿

児島市におきましては、すべての小・中学校にパソコン、プロジェクター、プリンターを

整備をいたしておりますが、１７年度以降に５町の小・中学校にも整備をしようとするも

のでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 第５１号議案「電算システム事業の取扱いについて」ご説明申し上げました

が、何かご意見なりご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第５１号議案「電算システム事業の取扱いについて」は、次回の協議会までに各委員そ

れぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、そのような取扱いでよろしゅう

ございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わせていただきます。 

 

   △第５２号議案 使用料及び手数料の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５２号議案「使用料及び手数料の取扱いについて」を議題といたし

ます。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３１ページをお願いいたします。 

 第５２号議案 使用料及び手数料の取扱いについて。 

 使用料及び手数料の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでご

ざいます。 

 １ 使用料については、現行どおりとする。ただし、行政財産の目的外使用料等につい
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ては、合併時に鹿児島市の制度に統合するものとする。また、市民農園使用料等について

は、合併が行われた日の属する年度の翌年度に一元化するものとする。 

 ２ 手数料については、合併時に一元化するものとする。ただし、船員法関係の手数料

については、現行どおりとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料をごらんいただきます。 

 第５２号議案でございますが、表紙をあけていただきますと、使用料及び手数料の取扱

いといたしまして、（４２）－１、これは使用料でございますが、地域福祉センター使用

料から、右側一番下の３３の公立幼稚園保育料まで３３項目がございます。 

 あけていただきまして、（４２）－２ページ、これは手数料になります。一番上は番号

３４の船員法関係の手数料から、一番下の消防手数料まで１７項目でございます。 

 これにつきましても、項目が大変多くございますので、主なものについてご説明を申し

上げます。 

 （４２）－３、４ページから、大分飛んでしまいますが、（４２）－５１、５２ページ

までにわたりますが、まず、３、４ページの項目１の地域福祉センター使用料から、５１、

５２ページの項目１９のコミュニティセンター使用料まで、現行どおりにしようとするも

のでございます。 

 また、少し飛びますが、（４２）－５７、５８ページをお願いいたします。 

 項目２２、市営及び町営住宅使用料でございます。これらの使用料の家賃の算定に当た

っては、家賃算定基礎額に鹿児島市のところの１、２というところに「市町村立地係数」

「利便性係数」というのがございます。これらを掛けて算出をしてまいりますが、鹿児島

市と５町ではこの係数が違っております。 

 一番右側の調整方針をごらんいただきますと、１７年度に鹿児島市の制度に統合いたし

ますが、住宅使用料が上昇する入居者に対しては、１７年度から１９年度までに４分の１

ずつ引き上げまして、２０年度に鹿児島市の料金制度に統合しようとするものでございま

す。 

 また、ちょっと飛びますが、（４２）－６１、６２ページをお願いいたします。 

 一番下になります。項目３３の公立幼稚園保育料でございますが、公立幼稚園を設置し

ておりますのは、鹿児島市と桜島町及び松元町でございます。保育料につきましては、鹿

児島市と松元町では、そこにございますように国の地方財政計画に基づき改定をしてきて
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おります。一方、桜島町は独自の額を設定をいたしております。 

 一番右側の調整方針といたしましては、１７年度に鹿児島市の制度を適用し、統合しよ

うとするものでございます。 

 ただし、桜島町の公立幼稚園に１６年度に在園をしている園児は、卒園するまで桜島町

の制度を適用しようとするものでございます。 

 あけていただきまして、（４２）－６３、６４ページになります。 

 ここから手数料になりますが、上から２段目、項目３５の督促手数料でございますが、

鹿児島市のみが３０円で、５町は１００円を徴収いたしております。 

 一番右側の調整の考え方でございますが、鹿児島市の督促手数料は昭和２９年以降据え

置いてきておりまして、郵便料等の実費以下の額でございます。また、この督促手数料と

いうのはすべての市民に対して賦課するものではございませんで、滞納者に対する負担増

ということでございますので、鹿児島市の督促手数料を見直すこととし、調整方針は、合

併時に再編することとし、その額は実費程度とし、７０円にしようとするものでございま

す。 

 あけていただきまして、（４２）－６５、６６ページでございます。 

 真ん中あたりになりますが、項目４１、粗大ごみ処理手数料でございますが、松元町及

び郡山町は有料、鹿児島市と吉田町は無料、桜島町と喜入町は粗大ごみ処理手数料の制度

がございません。 

 調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合しようとするもの

でございます。 

 以上、飛び飛びになりましたが、使用料及び手数料の説明を終わります。 

〇赤崎議長 事務局の方から、第５２号議案「使用料及び手数料の取扱いについて」の議

案の説明を申し上げましたが、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第５２号議案「使用料及び手数料の取扱いについて」は、次回の協議会まで各委員でそ

れぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、そのような取扱いでよろしゅう

ございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 
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〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第５３号議案 負担金、補助金及び交付金の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５３号議案「負担金、補助金及び交付金の取扱いについて」を議題

といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３２ページをお願いいたします。 

 第５３号議案 負担金、補助金及び交付金の取扱いについて。 

 負担金、補助金及び交付金の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求める

ものでございます。 

 １ １市５町間で制度が異なる負担金、補助金及び交付金については、鹿児島市の制度

に統合することを基本として調整するものとする。 

 ２ ５町において各町が単独又は複数の町で実施している負担金、補助金及び交付金に

ついては、当該制度の目的を勘案して調整するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございます。 

 表紙をあけていただきまして、（４３）－１ページになりますが、負担金、補助金及び

交付金のこれは負担金になるもので、次のページの（４３）－２ページまで負担金といた

しまして、１８項目がございます。 

 負担金、補助金及び交付金の取扱いに関する総括的なご説明を申し上げておきたいと思

います。 

 この協定項目は、個人に対するものではございませんで、団体に対して支出される負担

金、補助金、交付金でございます。したがいまして、５町において支出されるものについ

ては、５町がなくなるということで原則として廃止をされることになります。しかしなが

ら、これまで支出をされてきた経過等を考慮いたしまして、合併後も継続することが適当

と判断されるものについて、本日、協議会の方に提案をいたしております。 

 負担金につきましては、ただいま申し上げましたように、日本旅客船協会役員会負担金

から、次のページの一番最後、日本工業用水協会負担金まで１８項目がございますが、調

整方針といたしましては、合併時にそれぞれの町の地位を鹿児島市に引き継ごうとするも
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のでございます。 

 次の（４３）－３、４、５ページにわたりますが、これは補助金でございます。 

 補助金の主なものを申し上げますと、真ん中よりちょっと下になりますが、番号２８の

ＰＴＡ連合会運営補助金、これは１７年度に鹿児島市の制度に統合しようとするものでご

ざいます。 

 下から２番目になりますが、番号３２の商工会補助金は、１７年度に新たな補助制度を

制定して再編をしようとするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 真ん中より少し上になりますが、番号３８のスポーツ少年団育成補助金でございますが、

１７年度に鹿児島市の制度を適用しようとするものでございます。 

 真ん中よりちょっと下になりますが、番号４３の消防クラブ助成補助金からは、鹿児島

市の事務事業による対応が可能であることから、補助金という形ではなくて事務事業で対

応をしていこうとするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま第５３号議案「負担金、補助金及び交付金の取扱いについて」ご説

明申し上げましたが、何かご意見なりご質問等ございませんでしょうか。 

〇吉田委員 ５３番の婦人会関係団体運営補助金というのございますが、鹿児島市は×に

なっていて、ほかのところが○なんです。今ちょっと見たら、必ずしも鹿児島市のものが

よいとは限りません。皆さんが苦労しているということがよくわかりますので、この調整

についてはよほど審議をしていただきたいとお願いします。 

〇四元教育専門部会長 今お質しの５３番につきましては、確かに鹿児島市と吉田町では

制度はございませんが、また、これ以外に、ここには書いてございませんが、市単独で校

区婦人研修会とか婦人会役員の研修会等で、あるいは婦人のボランティア活動促進事業等

で市独自の制度もございますので、今後、それらとの整合性も図りながら調整させていた

だきたいと考えております。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 よろしゅうございますか。 

〇吉田委員 はい、わかりました。 

 ちょっと質問をもう１つお願いします。 

 実はこれを協議する場はどこなんでしょう。 
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〇成清事務局長 この議案の取扱いにつきましては、後ほどまた諮られることになろうか

と思いますが、この議案の中身につきましては、これまで専門部会、幹事会、首長会でも

協議をして一定の整理をいたしまして、このような議案として提案をいたしているところ

でございます。 

 したがいまして、本日の合併協議会の中でもまた論議をしていただければというふうに

考えております。 

 また、議案の取扱いについては、後ほど諮られることになろうかと思っております。 

〇赤崎議長 よろしいですか。 

〇吉田委員 実はこれは非常に大事なことなんですよ、議長さん。やはり私たちは、それ

こそ鹿児島市がすごく努力はしているんですね。ほかの５つの町がこれを鹿児島市に準じ

ていったら、もう持っていけないんですよ。だから、これは各町の代表が入って、協議の

段階の中に加えていただきたいと思っています。 

 以上です。 

〇赤崎議長 きょうご質問のあったことは、次の会議までに幹事会なり専門部会で審議を

いたしますが、その中に１市５町全部担当の課長さん、部長さん方が入られますので、そ

こで検討がされると。したがって、今のご意見は、各町の意見それぞれ出てくるというふ

うに考えます。そういうことで検討をすることになろうと思います。 

 よろしいですか。 

〇吉田委員 はい。 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

〇前薗委員 ５４番の公民館総合補償保険補助金というのは喜入町だけですけれども、こ

れは喜入町に６地区公民館がございます。それに公民館長は非常勤ということで、公民館

主事が常勤です。それで職員の補償、それといろいろな行事がございますので、そのとき

の補償ということで、条例公民館となっていますので町から補助をいただいております。 

 以上です。 

〇赤崎議長 今のご意見踏まえて、また検討の必要があれば検討してください。 

 ほかはよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りを申し上げます。 

 第５３号議案「負担金、補助金及び交付金の取扱いについて」は、次回の協議会までに
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各委員それぞれご検討いただき、次回で決定をしていただきたいと思いますが、そのよう

な取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱うことといたします。 

 

   △第５４号議案 農林水産業関係事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５４号議案「農林水産業関係事業の取扱いについて」を議題といた

します。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３３ページをお願いいたします。 

 第５４号議案 農林水産業関係事業の取扱いについて。 

 農林水産業関係事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるもので

ございます。 

 １ 農林水産業関係事業については、合併時に一元化するものとする。 

 ただし、実施方法が異なる事業については、合併が行われた日の属する年度の翌年度に

一元化するものとする。 

 ２ 農村広場・コミュニティ施設の管理運営等については、現行どおりとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございます。「５４号議案関係資料」をご

らんいただきます。 

 表紙をあけていただきますと、農林水産業関係事業といたしましては、協議項目は、１

番上の農事事務嘱託員制度から、右の一番下になりますが、漁港管理事業まで４０項目が

ございます。大変項目が多くございますので、これにつきましても主なものについてご説

明を申し上げます。 

 あけていただきまして、（４４）－２、３ページでございますが、一番上の項目１の農

事事務嘱託員制度でございますが、これは鹿児島市のみ行っている制度でございまして、

地域の代表者を農事事務嘱託員として委嘱をし、業務としましては、農地及び農業用施設

の整備要望の取りまとめ等の事務を委託をして、農林行政の円滑な推進を図っているとこ

ろでございます。 
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 調整方針といたしましては、１７年度にこの制度を５町にも適用し、統合しようとする

ものでございます。 

 １つ飛びまして、項目３の新規就農者支援対策事業でございますが、鹿児島市と桜島町

で実施をしております。 

 桜島町におきましては、そこの中に③といたしまして、町の単独資金貸付等を行ってお

られますが、これらは廃止をし、１７年度に鹿児島市の制度を５町にも適用し、統合しよ

うとするものでございます。 

 一番下の項目５の農村広場・コミュニティ施設の管理運営でございますが、１市５町に

それぞれ施設がございまして、管理主体が異なっております。調整方針といたしましては、

これまでの利用形態などを考慮し、現行どおりにしようとするものでございます。 

 あけていただきまして、（４４）－４、５ページになります。 

 一番上の項目６の農産加工センター等につきましては、喜入町、松元町及び郡山町にご

ざいまして、町が管理主体となり運営をされておりますが、これらの施設は鹿児島市に引

き継ぎ、その運営等は現行どおりにしようとするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。（４４）－６、７ページでございます。 

 上の方の項目１０の市町単独土地改良事業でございますが、これは、国・県の補助対象

とならない農道・水路等の管理・整備を１市５町の単独事業として実施をしております。 

 制度の内容としましては、受益者負担の有無とか用地提供の有償・無償の違いがござい

ますが、１７年度に鹿児島市の制度に統合しようとするものでございます。 

 その下の項目１１の県単独農業農村整備事業でございますが、これは、国の補助事業の

対象とならない地域におきます農道等の整備を、県の補助事業として１市５町で実施をい

たしております。 

 これにつきましても、受益者負担の有無、用地提供の有償・無償の違いがございますが、

１７年度に鹿児島市の制度に統合しようとするものでございます。 

 ただし、吉田町及び桜島町におきまして、合併時までに設定をされた債務負担行為は、

鹿児島市に引き継ごうとするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 （４４）－８、９ページでございますが、上の方の項目１２の団体営土地改良事業と、

その下の項目１３の県営土地改良事業でございますが、受益者負担が異なっております。 

 調整方針といたしましては、１７年度に鹿児島市の制度に統合しようとするものでござ
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います。 

 ただし、各町において現在施行中の事業につきましては、現行どおりにしようとするも

のでございます。 

 ちょっと飛びますが、（４４）－１２、１３ページをお願いいたします。 

 一番上の項目１７の園芸振興事業でございますが、１市５町それぞれそこに表記してあ

りますとおり、地域特産物の振興に力を入れておられます。 

 調整方針といたしましては、１７年度に新たな助成制度を制定し、引き続きそれらの振

興を図ろうとするものでございます。 

 １つ飛びますが、項目１９の降灰地域土壌等矯正事業から、次のページになります、項

目２４の降灰地域茶安定対策事業までは、１７年度に新たな制度を制定し、再編をしよう

とするものでございます。 

 なお、補助率につきましては、地域性を考慮して調整をしようとするものでございます。 

 少し飛びますが、（４４）－１８、１９ページをお願いいたします。 

 上から２段目になります。項目３２の森林保護事業でございますが、これは、自然災害

により崩壊した林地を復旧する事業で、国庫補助の対象とならない小規模な箇所の治山事

業を実施いたしております。 

 鹿児島市においては受益者負担はございませんが、１７年度にこの制度を５町にも適用

し、統合しようとするものでございます。 

 次の（４４）－２０、２１ページをお願いいたします。 

 一番上の項目３５の環境保全型畜産推進事業でございますが、これは、家畜のふん尿処

理施設の設置等に対して助成を行う事業でございます。 

 補助率が異なっておりますが、１７年度に鹿児島市の制度を５町にも適用し、統合をし

ようとするものでございます。 

 ただし、桜島町のリース事業で合併時までに実施をされたものは、現行どおりにしよう

とするものでございます。 

 次の（４４）－２２、２３ページでございます。 

 一番下の項目４０の漁港管理事業でございますが、鹿児島市におきましては、県の漁港

でございます谷山漁港の管理を漁協の方に再委託をいたしておりますが、桜島町の赤水漁

港、喜入町の前之浜・生見漁港は町が管理をされております。 

 漁港管理のあり方は、合併時に鹿児島市のあり方と同様に各漁協に委託をしようとする
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ものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 以上、第５４号議案「農林水産業関係事業の取扱いについて」の議案説明が

終わりましたが、何かご質問なりご意見等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第５４号議案「農林水産業関係事業の取扱いにつ

いて」は、次回の協議会までに各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定をしたいと

思いますが、そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第５５号議案 商工・観光関係事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５５号議案「商工・観光関係事業の取扱いについて」を議題といた

します。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３４ページをお願いいたします。 

 第５５号議案 商工・観光関係事業の取扱いについて。 

 商工・観光関係事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるもので

ございます。 

 １ 商工・観光関係事業については、合併時に一元化するものとする。 

 ２ 企業誘致の推進（固定資産税の減免）等については、現行どおりとする。 

という議案でございます。 

 これも、横長の議案関係資料の「第５５号議案関係資料」をごらんいただきます。 

 表紙をあけていただきまして、商工・観光関係事業といたしましては、中小企業資金融

資制度から、観光関連施設等までの９項目でございます。 

 あけていただきまして、（４５）－２、３ページでございます。 

 一番上の項目１の中小企業資金融資制度は、桜島町及び松元町で商工会を窓口とした融

資制度に対する利子補給制度を持っておられます。 
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 また、一方、鹿児島市では、信用保証料に対する補助と損失補償を基本とする独自の融

資制度を持っているところでございます。 

 調整方針といたしましては、鹿児島市の制度を適用し、統合することとし、桜島町と松

元町の２町の利子補給制度は、合併時に廃止をしようとするものでございます。 

 ただし、合併前の利子補給に係る補助決定分については、鹿児島市が債務を引き継ぐも

のとしようとするものでございます。 

 その下の項目２の新就職者への激励でございますが、喜入町で独自の事業がございます

が、同種の事業といたしまして、鹿児島市と吉田町及び桜島町の合同で鹿児島地区の事業

所に就職する中学校、高等学校、大学のすべての新規卒業者を対象といたしました鹿児島

地区新就職者激励大会を実施をしているところでございます。 

 したがいまして、調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合

しようとするものでございます。 

 その下の項目３の企業誘致の推進の補助金等は、立地企業に対する補助金・奨励金でご

ざいますが、１市５町それぞれ助成制度が異なることから、合併時に再編をしようとする

ものでございます。 

 なお、合併前に各市町に立地をされたそれぞれの企業につきましては、現行制度の適用

を受けられるよう、経過措置を設け対応することとするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。（４５）－４、５ページでございます。 

 項目４の企業誘致の推進の固定資産税の減免でございますが、企業が工場等を新増設し

た場合に課税免除等を行うものでございますが、これにつきましては、法に基づく国の優

遇税制が存続する間は、現行どおりとしようとするものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 （４５）－６、７ページ、一番上の項目５の企業誘致の推進の工業団地につきましては、

喜入町及び松元町に未分譲の工業団地がございます。これらにつきましては、当初計画に

こだわらずに長期的・総合的な視野に立って、新たな活用策を検討しようとするものでご

ざいます。 

 その下の項目６の観光案内所の運営でございますが、鹿児島市では財団法人鹿児島観光

コンベンション協会が、桜島町では町が直営で運営をされているところでございます。 

 調整方針といたしましては、一体的な案内を行うため、その運営方法を合併時に鹿児島

市の制度に統合しようとするものでございます。 
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 その下の項目７のミス制度でございますが、鹿児島市ではミス鹿児島が、そしてまた桜

島町ではミス桜島が選出をされているところでございますが、ミス自体は、観光親善特使

としてその都市を代表する存在であることから、合併時に鹿児島市の制度に統合しようと

するものでございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 ８、９ページでございますが、項目８の観光イベント等でございますが、すべての市町

でそれぞれ実施をされております。これらにつきましては、それぞれの地域の活性化につ

ながっていることから、合併後も現行どおり開催をすることといたしますが、実施主体や

実施方法については、今後、調整を行おうとするものでございます。 

 最後に、（４５）－１０、１１ページをお願いいたします。 

 項目９の観光関連施設等でございますが、鹿児島市、桜島町、喜入町及び郡山町にそれ

ぞれ地域の特色ある資源が存在をし、その管理がなされているところです。これらにつき

ましては、合併後、新市の新たな観光資源として活用していくため、合併時に鹿児島市に

引き継ぐこととしようとするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 第５５号議案「商工・観光関係事業の取扱いについて」ご説明申し上げまし

たが、何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければお諮りをいたします。 

 第５５号議案「商工・観光関係事業の取扱いについて」は、次回の協議会までに各委員

でそれぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、そのような取扱いでよろし

ゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第５６号議案 学校教育事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５６号議案「学校教育事業の取扱いについて」を議題といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 
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〇成清事務局長 ３５ページをお願いいたします。 

 第５６号議案 学校教育事業の取扱いについて。 

 学校教育事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでござい

ます。 

 学校教育事業については、合併時に鹿児島市の制度に統合するものとする。ただし、実

施方法が異なる事業については、合併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制

度に統合するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 表紙をあけていただきまして、学校教育事業の協議項目といたしましては、一番上の奨

学資金貸付制度から、右下、教育相談の充実まで２３項目がございます。 

 これらにつきましても、大変多うございますので、主なものについてご説明を申し上げ

ます。 

 あけていただきまして、（４６）－２、３ページでございますが、項目１の奨学資金貸

付制度でございますが、奨学金の貸与対象者及び貸与額が異なっておりますが、１７年度

に鹿児島市の制度を適用し、統合しようとするものでございます。 

 ただし、合併前までに貸与が決定されているものについては、正規の就業期間が終了す

るまでは現行どおりにしようとするものでございます。 

 少し飛びますが、（４６）－６、７ページをお願いいたします。 

 上の方の項目３の遠距離通学費補助事業でございますが、通学定期券購入等に対する助

成を行っております。吉田町においては自転車購入費助成、郡山町では自転車点検費等へ

の助成を行っておられますが、これらは個人の財産取得等に対する公費負担となりますの

で、廃止をしようとするものでございます。 

 また、喜入町の自転車利用者に対する助成は、これは学校統合によって創設をされた助

成制度でございますので、鉄道利用者との均衡を考慮し、当分の間、現行どおりにしよう

とするものでございます。 

 あけていただきまして、（４６）－８、９ページでございます。 

 上の方の項目５の公立幼稚園保育料減免制度でございますが、桜島町及び松元町は国の

補助限度額の減免でございまして、鹿児島市では低所得の保護者の一層の負担軽減を図る
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こととし、独自の基準を持っているところでございます。 

 調整方針といたしましては、１７年度に鹿児島市の制度を適用し、統合しようとするも

のでございます。 

 その下の項目６の公立幼稚園児の送迎でございますが、実施の方法は異なりますが、桜

島町と松元町で実施をされております。 

 幼稚園児の送迎につきましては、基本的には保護者の責任で行うものというスタンスで

ございまして、桜島町のバス料金補助は、１７年度に廃止をしようとするものでございま

す。しかしながら、園児の安全性を考慮して、バスに同乗している送迎人については、現

行どおりにしようとするものでございます。また、１６年度にこの桜島町の制度の適用を

受けている園児については、卒園時までは現行どおりにしようとするものでございます。 

 また、松元町の送迎バス制度は、地域と幼稚園を結ぶ交通機関がないことから、送迎バ

スは存続をいたしますが、運営主体や保護者負担のあり方等について、合併時までに調整

をしようとするものでございます。 

 あけていただきまして、（４６）－１０、１１ページになります。 

 上の方の項目７の高校生等通学補助でございますが、これは、桜島町におきまして、町

営バスとフェリーを利用する高校生・大学生等に対して、バスとフェリーの定期券の割引

以上に助成をする制度でございまして、バスとフェリーの定期券料金の合算額から、 

４，１２０円を超える額について助成をされております。 

 通学費につきましては、本人負担というのが原則でございまして、特定の地域の特定の

利用者のみに対する助成は、合併後の市としては不公平な行政サービスを行うことになり

ますので、１９年度までに廃止をしようとするものでございます。 

 ただし、激変緩和措置といたしまして、１７年度から１９年度までに、バスとフェリー

の定期券料金の合算額とその最低料金、現行では４，６５０円になりますが、その合算額

と最低料金との差額につきまして、４分の１ずつ段階的に負担を増やし、２０年度に統合

しようとするものでございます。 

 少し飛びますが、（４６）－１４、１５ページをお願いいたします。 

 一番上の項目１２の特認校児童送迎事業でございますが、これは、郡山町の花尾小の児

童減少対策といたしまして、郡山小校区の児童が花尾小に通学をするためタクシーによる

送迎を委託をされております。 

 児童生徒の登下校につきましては、保護者の責任で行うことが適当でございますことか
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ら、１７年度に廃止をしようとするものでございます。 

 ただし、合併の日の前日までに制度の適用を受けている児童については、卒業時までは

継続をしようとするものでございます。 

 その下の項目１３の活性化促進就学助成金でございますが、これは、喜入町におきまし

て、児童数の維持・増加を期待する制度でございますが、教育行政というよりはむしろま

ちづくりの観点から検討すべきものでございますことから、合併時に廃止をしようとする

ものでございます。ただし、合併の日の前日までに当該小学校区に転入・転居した者につ

いては、現行どおりにしようとするものでございます。 

 次の（４６）－２０、２１ページをお願いいたします。 

 上の方の項目２１の学校給食の管理運営事業でございますが、運営方式といたしまして

は、自校方式と給食センター方式の２つの方式がございます。 

 鹿児島市におきましてはこの両者で、桜島町では自校方式のみ、ほかの４町は給食セン

ター方式のみでございます。 

 調整方針でございますが、桜島町は１７年度に鹿児島市の制度に統合し、吉田町、喜入

町、松元町及び郡山町の給食センターは鹿児島市の学校給食センターとして引き継ぎ、管

理運営は、鹿児島市と同一の方式とすることを基本に１７年度までに調整をしようとする

ものでございます。 

 その下の項目２２の給食費でございますが、この表の現況といたしまして、金額を表示

いたしておりますが、これらは１食当たりの単価でございます。自校方式校は各学校ごと

に毎月の給食費が異なり、これらの平均額を表示いたしております。センター校では各学

校同一金額となっております。 

 給食費の決定方法でございますが、自校方式もセンター校も、まず、１食当たりの単価

を決定し、一月の給食費を徴収しているところでございます。 

 右の方の調整方針でございますが、給食費の積算方法を１７年度に鹿児島市の制度に統

合しようとするものでございまして、給食費そのものが統一をされるというものではござ

いません。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 第５６号議案「学校教育事業の取扱いについて」のご説明を申し上げました

が、何かご意見なりご質問等はございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 
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   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第５６号議案「学校教育事業の取扱いについて」

は、次回の協議会までに各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定したいと思います

が、そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱わさせていただきます。 

 

   △第５７号議案 社会教育事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、第５７号議案「社会教育事業の取扱いについて」を議題といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３６ページをお願いいたします。 

 第５７号議案 社会教育事業の取扱いについて。 

 社会教育事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでござい

ます。 

 社会教育事業については、合併時に鹿児島市の制度に統合するものとする。ただし、実

施方法が異なる事業については、合併が行われた日の属する年度の翌年度に鹿児島市の制

度に統合するものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料がございますので、「第５７号議案関係資

料」をごらんいただきます。 

 表紙をあけていただきますと、社会教育事業といたしましては、一番上の社会体育功労

者等表彰事業から、右下になりますが、国内外研修事業補助金まで２７の項目がございま

す。これにつきましても主なものをご説明申し上げます。 

 あけていただきまして、（４７）－２、３ページになります。 

 一番上の項目１の社会体育功労者等表彰事業でございますが、自治体として表彰制度を

有しておりますのは、鹿児島市と喜入町でございます。 

 鹿児島市におきましては、社会体育の振興に長年にわたり貢献されている指導者と地域

や職場においてほかの模範となるスポーツクラブに対して表彰を行っておりますが、この

制度を１７年度から５町にも適用しようとするものでございます。 
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 少し飛びますが、（４７）－６、７ページをお願いいたします。 

 上の方の項目６の体育施設でございますが、１市５町それぞれ社会体育施設がございま

す。 

 調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の社会体育施設として引き継ごうとする

ものでございます。管理運営につきましては、鹿児島市の制度に統合することを基本にし

て合併時までに調整をしてまいりますが、６０万市民がいずれの施設も共有の財産として

有効に利用できるようにしていかなければならないと考えております。 

 少し飛びますが、（４７）－１２、１３ページをお願いいたします。 

 項目１３の図書館でございますが、鹿児島市は、市立図書館と地域公民館８館ございま

すが、このうち６館に図書室が整備されております。一方、喜入町のところをごらんいた

だきますが、町立図書館が設置されております。また、その他の４町につきましては中央

公民館に図書室が整備されております。その４町の中央公民館は、後ほど項目１５の公民

館でもご説明を申し上げますが、鹿児島市の地域公民館として位置づけようといたしてお

りまして、４町の図書室は、合併時に地域公民館図書室として引き継ごうとするものでご

ざいます。また、喜入町は中央館がございませんので、町立図書館は喜入校区公民館図書

室として引き継ごうとするものでございます。 

 また、管理運営につきましては、１７年度から鹿児島市の制度に統合しようとするもの

でございますが、鹿児島市では、図書をインターネットで検索できるようになっておりま

す。５町の図書室の蔵書につきましてもインターネット検索ができるようにいたしてまい

りたいと考えております。 

 次の（４７）－１４、１５ページをお願いいたします。 

 下の方の項目１５の公民館の設置でございますが、先ほど申し上げましたとおり、鹿児

島市は８つの地域公民館を地域における生涯学習の拠点として活用いたしております。ま

た一方、喜入町を除く４町は中央公民館が整備をされておりまして、さらに桜島町では地

区公民館と分館が１つずつございます。喜入町では６小学校区にそれぞれ地区公民館が整

備をされております。 

 調整方針でございますが、合併時に４町の中央公民館を鹿児島市の地域公民館として引

き継ぎ、喜入町に将来、地域公民館の設置を検討しようとするものでございます。 

また、桜島町の白浜地区公民館と新島分館及び喜入町の６地区公民館は、合併時に鹿

児島市の校区公民館として引き継ごうとするものでございます。 
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 次のページをお願いいたします。 

 下の方になりますが、項目１７の校区公民館活動推進・校区公民館整備でございますが、

これは鹿児島市の制度で、各小学校区に行政の方で公民館施設を整備いたしまして、管理

は学校がして、また運営は地域団体であります校区公民館運営審議会が行っております。

これは町内会やあいご会等と連携をして、青少年の健全育成や地域の生涯学習の場として

活用されておりまして、全国的にも誇れる制度であるというふうに考えております。この

制度を５町にも適用しようとするものでございます。 

 また、校区公民館運営審議会の組織化は、先ほどの「まちづくり推進組織」ともかかわ

りがございますが、１９年度までに順次整備をしていこうとするものでございます。 

 次の（４７）－２０、２１ページをお願いいたします。 

 下の方になりますが、項目２２の新成人のつどいでございますが、これは１市５町それ

ぞれ実施日は違いますけれども、１月に実施をしております。 

 成人としての新たな門出は、６０万市民全体で祝福をし、鹿児島市では国民の祝日であ

る成人の日に実施をいたしております。 

 調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の制度に統合しようとするものでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 第５７号議案「社会教育事業の取扱いについて」の説明を申し上げましたが、

何かご意見、ご質問等はございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第５７号議案「社会教育事業の取扱いについて」

は、次回の協議会までに各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定をしたいと思いま

すが、そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱うことといたします。 

 

   △第５８号議案 その他事業の取扱いについて 

〇赤崎議長 次に、最後の議案となりましたが、第５８号議案「その他事業の取扱いにつ
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いて」を議題といたします。 

 議案について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 ３７ページをお願いいたします。 

 第５８号議案 その他事業の取扱いについて。 

 その他事業の取扱いを次のとおり決定することについて、協議を求めるものでございま

す。 

 その他事業については、原則として合併時に鹿児島市の制度に統合するものとし、この

ほか合併に関し必要な事項については、１市５町の長が協議をするものとする。 

という議案でございます。 

 これにつきましても、横長の議案関係資料をごらんいただきます。 

 表紙をあけていただきますと、その他事業といたしまして、一番上の総合計画から、一

番下、議会広報までの１７項目がございます。 

 主な項目をご説明申し上げます。 

 あけていただきまして、（４８）－２、３ページでございますが、一番上の項目１の総

合計画でございますが、１市５町それぞれ行政推進の指針となる総合計画や総合振興計画

を策定をいたしまして、計画的なまちづくりを進めているところでございます。 

 ５町の総合振興計画は合併によりましてなくなることになりますが、現在、５町の総合

振興計画を継承し、第四次鹿児島市総合計画を踏まえて、合併後のまちづくりのマスター

プランとなる市町村建設計画を策定中でございます。 

 合併後に、策定中の市町村建設計画との整合を図るために、第四次鹿児島市総合計画の

基本計画等の見直しも必要になるものと考えております。 

 その下の項目２の土地開発公社でございますが、鹿児島市は単独の公社で、５町は、県

町村土地開発公社に加入をして、各町に支社を設置をして公共用地の先行取得などの業務

を行っております。 

 調整方針でございますが、５町は、各町の公社保有の土地を合併の日の前日までに買い

戻し、県町村土地開発公社から合併の日の前日をもって脱退をしようとするものでござい

ます。 

 また、５町に係る県町村土地開発公社の財産といたしましては、土地、出資金などがご

ざいますが、これらは合併時に鹿児島市に引き継ぐことを基本に合併時までに調整をして

まいります。 
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 次のページをお願いいたします。（４８）－６、７ページでございます。 

 項目７といたしまして、複合施設等といたしておりますが、これは、町が所有・管理し

ているものや、一方、町が所有し、管理運営は財団等に委託をしている複合施設の取扱い

に関する調整でございます。 

 協議の対象となる複合施設を町ごとに申し上げますと、（４８）－６ページの吉田町を

見ていただきますと、「輝楽里よしだ館」と隣接をいたします「ふれあいパークよしだ」

でございます。 

 次の桜島町をごらんいただきますが、「火の島めぐみ館」と隣接をする「桜島旬彩館」、

次の（４８）－８ページになりますが、国民宿舎「レインボー桜島」と隣接をする「桜島

マグマ温泉」。また恐れ入ります、次の次の（４８）－１２ページになりますが、「さく

らじま白浜温泉センター」でございます。 

 また恐れ入ります、（４８）－６ページに返っていただきまして、喜入町でございます

が、３施設とも隣接をいたしております「喜入八幡温泉保養館」と「喜入町室内温水プー

ル」と「多目的広場」でございます。 

 （４８）－７ページをごらんいただきますが、松元町でございますが、運動施設、体育

館等がございます「松元町平野岡健康づくり公園」でございます。 

 郡山町でございますが、「八重の里」と隣接をいたします「竹林公園」。次の（４８）

－９ページでございますが、「八重山公園」。そして（４８）－１１ページになりますが、

「郡山町総合運動公園」でございます。 

 また、（４８）－７ページに戻っていただきますが、これらの複合施設の調整方針とい

たしましては、合併時に鹿児島市に引き継ぎ、運営等に当たっては、住民サービス水準を

低下させないことを基本に、合併時までに調整をしようとするものでございます。 

 （４８）－１６、１７ページをお願いいたします。 

 一番上の項目１２、町民音頭等でございますが、５町に町民音頭やイメージキャラクタ

ー等がございます。これらについては、町民の皆様に親しまれてきたものでございますの

で、調整方針といたしましては、これまでの歴史、地域性等を踏まえて、各種イベント等

の中で活用をしようとするものでございます。 

 その下の項目１３の土地開発基金でございますが、ここの数字は平成１４年度末現在の

基金額をお示しいたしております。 

 ５町の基金が、合併時に鹿児島市の一般会計の歳入に繰り入れ、土地は公有財産として
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鹿児島市に引き継ごうとするものでございます。 

 あけていただきまして、（４８）－１８、１９ページをお願いします。 

 項目１５の選挙公報及び投票所入場券でございますが、これは合併時に鹿児島市の制度

に統合しようとするものでございますが、具体的には、選挙公報は業者に委託して各家庭

に配布をし、投票所入場券については郵送により各家庭に交付をしようとするものでござ

います。 

 次のページをお願いします。（４８）－２０、２１ページでございます。 

 項目１６のテレビジョン受信設備設置に対する補助事業でございますが、鹿児島市、吉

田町、喜入町及び郡山町で実施をいたしておりますが、補助対象及び補助額が異なってお

ります。 

 難視聴の解消対策につきましては、放送法によりますと、放送事業者があまねく受信で

きるように努めることになっておりますことから、鹿児島市におきましては、ＮＨＫ地上

波の難視聴地域に適用される通信・放送機構の補助制度でございます「衛生放送受信施設

設置補助事業」を活用をいたしているところでございます。 

 調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の制度を適用し、統合しようとするもの

でございます。 

 最後に、（４８）－２２、２３ページをお願いいたします。 

 項目１７の議会広報でございますが、１市５町とも年４回、議会広報紙を発行いたして

おりますが、その企画と配布方法が異なっております。また、点字版及び音声版の発行は

鹿児島市のみが行っております。 

 調整方針といたしましては、合併時に鹿児島市の制度に統合しようとするものでござい

ます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 第５８号議案「その他事業の取扱いについて」のご説明を申し上げましたが、

何かご質問、ご意見等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、第５８号議案「その他事業の取扱いについて」は、

次回の協議会までに各委員でそれぞれご検討いただき、次回で決定したいと思いますが、

そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 
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   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱うことといたします。 

 以上で、本日の議事については終わりました。 

 

   △その他 

    ①協議項目の取扱いについて 

    ②次回の開催について 

〇赤崎議長 次に、会議次第４、その他に入ります。 

 まずは、事務局の方から協議項目の取扱いについてご報告を申し上げます。 

〇成清事務局長 協議予定項目の１つとなっておりました、特別職の取扱いについての報

告でございます。 

 この特別職の取扱いにつきましては、合併協議会の方へ議案として提出する方向で協議

を進めてまいりましたが、議案として提出をするかどうかについて首長会で協議をされま

したところ、次に申し述べます理由から、議案として提出をしないということになりまし

た。 

 その理由でございますが、５町の特別職は、合併と同時にその身分を失うことになりま

すが、このことについては、５町のすべての町長さんから、編入合併であり、当然に失職

することを前提に合併についての協議を進めてきており、自分たちの処遇にかかわる議案

を提出するまでもないという強い意思表示がございました。 

 以上のような考え方に基づきまして、首長会において正式に、特別職の取扱いの議案は

提出をしないということが確認をされましたので、合併協議会の委員の皆様方へ、今ご報

告をするものでございます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 ただいま事務局の方から、特別職の取扱いについてのご説明を申し上げまし

た。 

 これについて、何かご意見、ご質問等ございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、特別職の取扱いは、今、事務局の方からご説明を
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申し上げましたとおり、特に議案としては協議会には提案を行わないということを確認い

たしたいと思いますが、そのような取扱いでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 それでは、そのように取り扱うことといたします。 

 次に、次回の協議会の開催について、事務局の方からご説明を申し上げます。 

〇成清事務局長 次回の第９回鹿児島地区合併協議会につきましては、日時は１０月２８

日火曜日、時間は午後２時からおおむね午後５時までを予定いたしております。 

 また、場所につきましては、本日と同じ、かごしま市民福祉プラザ５階の大会議室で開

催をする予定でございますので、よろしくお願いをいたします。 

〇赤崎議長 ただいま事務局の方からご説明を申し上げました日程等で第９回合併協議会

を開催をするということでよろしゅうございますでしょうか。 

   ［「異議なし」という者あり］ 

〇赤崎議長 ありがとうございます。 

 特にご意見がなければ、第９回の鹿児島地区合併協議会は、１０月２８日火曜日午後２

時からおよそ午後５時ごろまで、当かごしま市民福祉プラザ５階大会議室で開催をするこ

とでご了承をいただきたいと存じます。 

 委員の皆様方におかれましては、それぞれご多忙でありましょうけれども、万障繰り合

わせてご出席を賜りますようにお願いを申し上げます。 

 以上で、本日予定をいたしました会議の案件はすべて終了いたしました。 

 あと１件、事務局から連絡事項があるそうでございますので、お聞き取りをいただきた

いと存じます。 

〇黒木事務局次長 毎回同様のお願いをいたしておりますが、本日お配りいたしました資

料のうち議案関係資料につきましては、次回の協議会にはそれぞれご持参いただきますよ

うお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

〇赤崎議長 そういうことでひとつよろしくお願いを申し上げます。 

 そのほか委員の皆様方の方から特にございませんでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

   ［「なし」という者あり］ 
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   △閉  会 

〇赤崎議長 それでは、特になければ、以上をもちまして第８回鹿児島地区合併協議会を

終わらせていただきます。 

 大変長い時間ご協議を賜り、また会議の運営にご協力を賜りましたことに心から感謝を

申し上げて、本日の合併協議会を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

午後５時８分閉会 

 


